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《資　料》

ザクセン「九月騒乱」期の同時代パンフ

レットにおける農業・土地問題（1）

本稿を高橋幸八郎先生に捧げ，内容誠に貧弱ではあるが，非

才病弱のわたくしを大学院入学以来暖かく御指導下さった先

生の御還暦に，遅ればせながら祝意を表わしたいとおもう。

松 尾 展 成

　　　　は　じ　め　に

　ザクセン王国の「農民解放」あるいは「市民的土地改革」は，殆ど未開拓の分野であっ

た。これに初めて本格的な検討を加えたのは，『19世紀前半のザクセンにおける市民的土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
地改革』なる表題と，興味をそそる副題とをもつReiner　Grossの最近の労作であり，研

究史上のその貢献は特筆に値しよう。しかし，問題はなおさまぎまに残されていると思わ

れる。

　Grossは「改革措置の経済的必然性」　（第1章第2節）を問うて，1760年以降の政府や

「ライフ。チヒ経済協会」の努力による農業技術の改善と生産力の向上，こうした「経済発

展によりユ830年頃ザクセン農業では，封建的土地制度諸関係の撤廃を要求する時点が到達

された」　（Gross，　Sachsen，　S。56）と言う。本書紹介の申でわたくしが述べたように，

　　　　　　　　　　　　（2）
「著者の断定は誠に明快である」が，ここにおいては，「補論」　（「1830－70年における

ザクセン農業の発展」）においてと同じく，領主経営におけるカブラ栽培の拡延が賦役の

増徴をもたらし，あるいは，領主牧羊業の展開が「農民経営の改善を阻害したとの記述が

時になされるとしても，全体的には，領主経済と農民経済における生産力発展の対抗とい

う視角は前面に押し出されることなく，生産力発展一般で概括されることに一つの疑問が

　（3）　（4）ある。」この視角からわたくしは二つの小論において領主牧羊業の発展と農民経済の展開

との対立関係を析出し，ザクセン土地改革の「経済的必然性」を一側面から明らかにしょ

うとした。しかし，わたくしは研究史の現状では，ザクセンにおける農業構造再編成の基礎

　　（5）　（6）過程を，オスト・エルベについて究明きれているほど全面的に，追及することはできない。
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　次に，土地改革の準備過程，および，ザクセン農民解放の起点をなす1832年償却法・地

代銀行法の成立過程を考えてみよう。それに関するGrossの分析（第1章第3節「土地

改革措置に対する政府・等族・世論の態度」，および，第2章第1節「償却・共同地分割

法の成立」と，第3章第2節「地代銀行の本質と作用」前半部分），特に，1790年目「ザ

クセン一揆」を契機に起案され，1828年度いし1830年8月に漸く制定された放牧権・賦役

問題の一般原則をめぐる政府と茅場の動向，ならびに，1829年の「償却委員会」設置によ

り本格化され，「九月騒乱」により加速化された，償却法・地代銀行法に関する償却委員

会・枢密院での審議過程，の解明は，私見によれば，　「著者が従来未利用の官庁文書を駆

使しつつ，最も重点的に追究した部分であって，政府と等族，つまり領邦絶対主義国家ザ

クセンの支配層内部における土地改革への志向と逆様，改革をめぐる対立と妥協につい

て，大きな実証的寄与を果たしたと言わねばならない。しかしながら，ここでは，土地改

革のもつ〔上からの〕対応としての性格よりもむしろ，改革への志向の独自的運動という

側面の強調が特徴的である。これは，封建的土地所有の無償廃棄，著者のいわゆる土地革

命，を求める時論，および，1790年の農民一揆と1830－31年の「革命的騒擾」の中で提起

きれた諸要求が，第2章第3節〔土地改革「追加諸法」〕での三月革命の相合（註。柳沢

治，　「ドイツ三月革命の農業・土地問題」，　『社会科学研究』21巻2・3号，1970年，164

－68ペニジ，参照）と同じく，立入って分析されていないことに集中的に表現きれている

　　　　　　（7）
と考えられる。」

　勿論Grossの労作にも，三月革命期を含めて若＝Fの言及はある。放牧権に反対する

ユ793，95，97年のフォークトラントの局部的農民一揆（Gross，．Sachsen，　S．62　f．），ユ830

年のNeukirchen所領3村の賦役拒否（S．89），ユ831年のWechselburg管区9村での農

民騒擾と，それを支援した弁護士Moritz　August　Richterの処刑（SS．89－91），ユ848

年K：leinstolpen村「祖国協会」による土地負担の完全無償廃止要求（S．　l17），同年の

フォークトラント36村請願書における償却地代の軽減要求（S．l18f．），1770年代以後の，

関連するいくつかのパンフレット（本稿で紹介する〔Mossdorf〕，〔Engel〕，　Barthを含

　　　　　　　　　（8）
む）や，第一次『蜜蜂』（Die　Biene，　Zwickau　l827－33）に代表きれる定期刊行物での

批判的記事（S．44f．，63　f．，74　f．，91　f．，102，　IU　f．），などがそれである。しかしGross

は，「1831－32年には……賦役拒否はザク．センで決して特殊事例ではなかったことを，当

時のさまぎまの文書的証言は実証する。1832年3月にフォークトラント県知廓もまた，
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『フォークトラント県で認められる農犀の賦役給付反対の激高と，若干の共同体によって

意図された，彼らの土地からの，放牧権をもつ〔領主羊〕群の暴力的放逐』について報告

した」　（Gross，　Sachsen，　S．91）と一方では記しつつ，他方では次のように判断してい

る。「改革〔1832年償却法〕に対する農民の直接的意見は残されていない。多分彼らの多

くは封建的束縛の無償廃棄を期待したであろうが，その過半はこれ〔改革〕を歓迎したで

あろう。」　（Gross，　Sachsen，　S．92．）

　その後わたくしは，三月革命期ザクセンの農民運動についてのRoland　Zeiseの学位論
（9）

文を閲読しえたが，ZeiseもGrossの土地改革論（ただし，別記の学位論文）を批判して

言う。Grossは，『ザクS7ン農民の圧倒的多数にとって，ブルジョア的農業発展のプロシ

ャ型の道において考えうる最も有利な条件』（Gross，　Diss．，　S．228）での償却という，

「ザクセンにおけるプロシャ型の道の特殊性を疑いなく強調しすぎる。」「かかる判断

は，Grossが完全に無視しているところの，償却立法への多数の農民の厳しい批判と一

致しえない。彼は，彼のテーマにとっても特別に重要な農民の請願書を利用していないか

らである。」そこでZeiseは一応次のように結論する。「Grossは，ザクセンの市民的

土地改革の積極的側面を示すことに抜群の成功を収めたが，……農業における資本主義

発展のプロシャ型の道の否定的作用を完全に暴露する可能性を放棄している」　（Zeise，

DissリS．65）と。　Zelseによれば事実は次の通りであった。「1830－31年には封建的野

負担の無償廃棄への要求はザクセンで既に非常に一一般化していた。」「ツヴィカウ県知事

はユ831年12月に，『多くの農村住民の期待は賦役の廃止に関しては，それが無償で行なわ

れるであろう，ということである』と報告した。」「4週問後に彼は，農村住民の最大部分

が『多分余りにも性急な希望』を抱き，　『すべての重圧的な賦役の即時かつ無条件の廃止

を達成しうる』と考えている旨，書き記しナこ。」「ライプチヒ県でも，『一切の補償なしで

の賦役・奉公の廃止という，誤った見解が……非常に蔓延』していた。」（Zeise，　Diss．，

S．　40．）

　Zeiseは，．自らのテーマたる三月革命に関連しても，　Grossを批評する。「Grossは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
1848年の革命にr償却立法の継続と完成における特殊的地位』のみを容認する。彼はそれを，

「協定のヨリ加速化された実施と地代解消の速やかな終結』がそれによって達成されるべ

きであるところの，『包括的な償却法作成に人が没頭するための誘因』　（Gross，　Diss．．，

S．173f．）とのみ見なした。」「彼は1848－49年の革命を取扱う際に，資本主義発展のプロ
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シャ型の道に対する革命的な選択〔アメリカ型の道〕を示さないので，彼が初めに〔「序

論」で〕正当に定式化したブルジョア的農業発展の客観的に可能な二つの道についてのレ

ーニン理論を，ザクセンに関して実際上は否定している。」「現実には，農村民衆の客観

的利害は，本研究において明白に証明されたように，ザクセンでも農民に敵対的であった

償却の，多分ヨリ低い率での，加速化された実施のみならず，土地出題の革命的解決を要

求したのであった。」（Zeise，　Diss・，　S・77　f・）

　更にZeiseは，　Grossの，ザクセン償却立法の特徴的理解から帰結する，「地代償却

の実施」　（第3章第1節）過程についての把握をも次のように論評する。「償却過程での

農民的利害と騎士層的利害の問のこの斗争が否認されることが，Grossの研究の一弱点で

ある。償却額の高さをめぐる争斗は彼によって挙げられた文献の中に少なくとも指示され

ているにもかかわらず，彼は地代解消を，摩擦も斗争もない過程として救述する（Gross，

Diss．，　S．188　ff．）」　（Zeise，　Diss．，　S．42）　と。

　ここでわたくしは，問題を限定し，社会諸階層の経済的利害の対抗の歴史的帰結として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
1832年償却法の成立過程を考察することにしょう。この法律を含むいわゆる　「ザクセン

改革」の直接的動因となったのは，1830－31年の民衆運動である。ウィーン復古体制のザ
　　　（12）
クセン版，Detlev　Graf　von　Einsiedelの政権に対する国民各層の不満は，1830年6月

ドレスデン・ライプチヒの蜂起の後，パリ七月革命の影響を受けて同年9月2日大市都市

ライフ。チヒで爆発した。騒乱は9月9日には首都ドレスデンに，更に工業都市ケムニッツ

など各地にも波及し，民兵団（K：ommunalgarde）が警察力を掌握するに至った。これが

いわゆる　「九月騒乱」　（Septemberunruhe）であるが，民衆運動は翌31年にも4月にド

レスデンで，8月にはライフ。チヒで高揚を見せた。この非常事態への支配層の対応はま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
ず，30年9月10日の，王族Friedrich　Augustを議長とする『公安維持国王任命委員会』

（die　zu　Aufrechthaltung　der　6ffentlichen　Ruhe　allerh6chst　verordnete　Commis一

　　（14）

sion．以下では『国王任命委員会』と略称）の創設，同月13日のBernhard　August　von

　　　（15）　（16）Lindenauへの政権交替，同月23日の王族Johannの全ザクセン民兵団総司令官への任

命，であった。そして，1年後の31年9月に，ザクセン改革の方向を提示する憲法が発布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
され，都市自治体条令（31年12月），償却法（32年3月）がそれに続いた。

　それでは，「九月騒乱」期における農村の民衆運動はいかなるものであったのか。運動

の範囲と方向を究明することは，今の所わたくしにはできない。文献に乏しく，農民の請

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　103　一
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願書も，本稿に紹介する30年10月のドレスデン周辺l19村のそれと，31年2月のDipPol・

diswalde管区1市29村のそれ，および，　Wolfgang∫acobeitの採録した30年10月エルツ

　　　　　　　　　　　　　（18）
ゲビルゲDittersbach村のそれ（の一部？）と，　R〔udolf〕Lehmannの紹介した北部ザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
クセンManllewitz，　Liptitz二村のそれの一部を利用しうるにすぎないからである。そ

のためわたくしは別種の接近を試み，同時代文献の論調から，「九月騒乱」期に時人が，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2e）
解決すべきものと意識していた農業・土地問題は．，どのようなものであったのか，を掘起

してみようと思う。本稿では差当り同時代文献のうちパンフレットのみを取上げて，でき

る限り刊行順に紹介し，第一次『蜜蜂』を川島とする定期刊行物の論調については機会を

改めることにしたい。農業・土地問題に関連する同時代パンフレットは，上述Grossの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
言及のほか，都市の民衆運動を主対象にするPaul　Reinhardtの研究，および，ザクセン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
の「国家再建」に関するHorst　Schlech亡eの著作，のそれぞれ彪大な同時代文献目録に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）　一
も僅かながら見出される。更にわたくしは「ザクセン統計局図書館目録」の中に4冊を発

見した。しかし，本稿におけるような問題接近は，従来試みられたことはなく，また，

わたくしはザクセン関係資料に豊富なザクセン図書館　（Stichsische　Landesbibliothek）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
およびハレ大学Ponickau文庫を完全に利用することもできないので，本稿は暫定的なも

のにすぎない。なお，本稿で紹介するパンフレット（1830－34年刊行）12の中，1と8は

Ponickau文庫，他はザクセン図書館，所蔵本のマイクロフィルムによった。

（注）

（1）　Die　bdirgerliche　Agrarreform　in　Sachsen　in　der　ersten　Hdlfte　des　lg．

　fahrhzanderts．　Untersuchung　zum　Problem　des　Ubergangs　vom　Feudalismus

　zum　KaPitalismus　in　der　Landwirtschaft，　Weimarエ968（以下では，　Gross，

　Sachsen，と略記。その紹介，拙稿，「『ザクセン改革』と『国家再建』」，『岡山大

　学経済学会雑誌』2巻3号，1970年〔以下では「ザクセン改革」と略記〕）．前掲拙

　稿執筆後わたくしは，本書についての下記の書評を知った。（i）Gerhard　Heitz，

　“Varianten　des　preussischen　Weges”，ノ盈γδ％oぬ擁PVirtschaftsgeschichte，

　1969．　（ii）　Friedrich－Wilhelrn　Henning，　lilesprechung，　Vierteljuhrschrift　fdir

　So2ial一　und　PVirtschaftsgeschichte　（TiSurG），　Bd．　57，　1970．　（iii）　Diedrich

　Saalfeld，　Besprechung，　VS　WG，　Bd．58，1971．一なお，本書の前身は同一表

　題の学位論文（Diss．　Rostock　l963．以下では，別記Zeiseの学位論文によって引
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　用される限りで，Gross，　Diss．，と略記）である。また著者には以下の論文がある。

　（i）　“Die　kleinbtirgerlich－demokratische　und　Arbeiterbewegung　in　Sebnitz　und

　Umgeb皿g　l848／49”，ノahrbuch卿7　Regionalgeschichte，　Bd．1，1965．（ii）

　“Die　bttrgerliche　Agrarreforn　in　Sachsen　und　die　stichsische　Oberlausitz”，

　LetoPis．　Jahresschrift　des　lnstituts　ftir　Sorbische　Volksforschung，　Reihe

　B，Bd．14，1967（以下では，Gross，“Oberlausitz”’，と略記）．（iii）“Bemerkungen

　zur　Entwicklung　der　agrarischen　Produktion　in　Sachsen　vor　der　bttrgerlichen

　Agrarreform”，　Sdi’chsische　Heimatblditter，　Bd．　13，　1967．

（2）前掲拙稿，「ザクセン改革」，84ページ。

（3）同上，91ページ。

（4）拙稿，「ザクセンにおける牧羊業の興隆と衰退」，『岡山大学経済学会雑誌』3巻

　2号，1971年，および，「ザクセン牧羊業の発展と農民経済」，大野英二・住谷一彦

　・諸田実編，「ドイツ資本主義の史的構造』，有斐閣1972年（以下では「農民経済」

　と略記）。

（5）農民層分解の一側面としての，七年戦争後から18世紀末までのザクセンにおける農

　村工業の展開については，拙稿，「18世紀後半のザクセンにおける特権都市と農村工

　業」，高橋幸八郎・古島敏雄編，『近代化の経済的基礎』，岩波書店1968年，を，19

　世紀前半については，福応健，「ザクセン綿紡績業における機械制工場経営の成立」，

　　『商学論究』11巻4号，1964年，を参照。

（6）藤瀬浩司，『近代ドイツ農業の形成』，お茶の水書房1967年，第1部第2章，参照。

（7）前掲拙稿，「ザクセン改革」，87ページ。〔〕の部分加筆。

（8）上記の弁護士M．A．　Richterの兄弟Karl　Ernst　Richterの編集する週刊新聞。

　同一人の編集した第二次『蜜蜂』（Die　Biene，　Zwickau　l848－49）と区別して，こ

　う呼んでおく。

（9）　Die　antifeudale　Bewegung　der　Volksmassen　azaf　dem　Lande　in　der

　Revolutionエ848－4g　in　Sachsen，　Diss．　Potsdam　l965（以下では，Zeise，　Diss．，

　と略記。その紹介，拙稿「三月革命期およびフランス革命期のザクセンにおける農民

　運動」，「岡山大学経済学会雑誌』3巻1号，1971年）．この学位論文の一部は，前

　掲拙稿，148ページで挙げた三雑誌論文の他に，次の三論文として公表されている。

　（iv）　“Das　Verhaltnis　der　antifeudalen　Bewegung　der　Volksmassen　auf　dem

　　　　　　　　　　　　　　　　－！0S一
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　1．ande　zur　kleinbUrgerlichen　Demokratie　in　der　Revolution　v（m　ls4s－49　in

　Sachsen”，　vaissenschaftliche　Zeitschrift　der　Pdidagogischen　Hochschule

　K．　F．　W．　urander，　Drelsden，　1969．　（v）　“Bauern　und　Demokraten　1848－49・

　Zur　antifeudalen　Bewegung　der　stichsischen　Landbev61kerung　in　der　Revolution

　von　Herbst　1848　bis　zum　Vorabend　des　Dresdener　Maiaufstandes”，　Jahrbuch

　ftir　Regionalgeschichte，　Bd．　4，　X970．　（vi）　“Der　Sturm　auf　das　Waldenburger

　Schloss　l848”l　Zeitschriftノ勃7　Geschichtswissenschaft，　Bd．21，1973．一

　Zeiseのこの学位論文は，ザクセンの主月革命に関するRolf　Weberの最近の労作

　　（Die　Revolution　in　Sachsen　1848－49．　Entwicfelung　und　Analyse　ihrer

　Triebkrdifte，　Berlin　l970，　SS．　vii－viii）　によっても次のように高く評価されて

　いる。「ザクセンの農民層は，1848－49年において，民主主義的小市民層および労働

　者階級より遙かに低い程度においであるにせよ，革命の推進力に算えられねばならな

　いけれども，本研究では詳細には考慮されない。……これは，Roland　Zeiseの学位

　論文がザクセン革命の農民運動をその全景において徹底的かつ十分に取扱っているか

　ら，可能であり，必要であった」と。

（10）Grossは上記の著書では，三月革命が「償却立法の継続と完成における決定的な一

　章をなした」（Sachsen，　S．　l15）と表現して，そこにZeiseの学位論文を註記して

　いる。Grossは自らの学位論文に対するZeiseの批判をかなりの程度受入れたので

　はあるまいか。

（11）以下，一般的史実についての典拠は原則として，最近の概観，Gerhard　Schmidt，

　Die　Staatsreform　in　Sachsen　in　der　ersten　Hdilfte　des　19．　falarhunderts．

　Eine　Para”ele　zu　den　Steinsclten　Reformen　in　P「eussen，　Weimar　l966（そ

　の紹介，前掲拙稿，「ザクセン改革」），のみを，そこに記述きれていない事実にっ

　いては，わたくしの参照しえた最も古い文献のみを，挙げる。

（12）彼（1773－1861）は「1813年から〔1830年9月13日まで〕唯一人用首相（Premier－

　minister）〔厳密には官房大臣（Cabinets－Minister）〕であり，一切の進歩を拒

　否」した。（GSchmidt，　a，　a．0．，　S．80，）　土地問題に対する彼の態度について

　は，〔Carl　August　Hase，　Pseudonym　Karl　von　Steinbach〕，Sachsen　zcnd　seine

　Hoffnungen．　Eine　politische　DenkschrifX　der　SePtemberwochen　ls30，

　Leipzig　±830，　S．67；　Paul　Reinhardt，　Die　Sdichsischen　［Jnruhen　der　Jalare
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　1830－1831　und　Sachsens　Ubergang　zzam　Verfassungsstaat，　Halle　lg16，

　S．　35，　83；　Alexander　Schlechte，　Die　Vorgeschichte　der　sdchsischen　Verfas－

　sung　vom　4．　SePtember　1831，　Diss．　Leipzig　1927，　S．　sl；　Gross，　“Ober－

　lausitz”，　S．8f．；Gross，　Sachsen，　S．74，参照。彼の所有するLauchhammer

　製鉄所の経営史的分析として，福応健，「領主経営の展開といわゆる　“Aristocratic

　Entrepreneurship”」，『商学論究』35号，1961，がある。

（13）国王の甥（1797－1854），1821年から枢密顧問官（Geheimer　Rat），『国王任命委員

　会』議長は30年9月15日まで，同月13日から摂政，36年から国王Friedrich　August

　二世。（G．Schmidt，　a．　a．0．，　SS．！04－06，　lO9；（Hase〕，　a．　a．0．，　S．22．）

　　「当時の市民的・自由主義的理念に対して理解力をもち，一般の人望があった」彼

　は，「国王Anton（1．註（8）参照〕が政務で自由行動を許したため，この〔摂政

　の〕資格において1830年以降，自らの発案により憲法制定と国制全般の革新に関与し

　た。」（G．Schmidt，　a．　a．・0．，　S．　lO9．）土地改革との関連については，　Gross，

　　“Oberlausitz”，　S．7f．；Gross，　Sachsen，　S．フ3，フ8f．，139，178－80，232－35，

　参照。

（14）この名称を『国王任命委員会』の公式文書は付しているが，後述ドレスデン周辺l19

　村の請願書では，6ffentlichenが脱落しており，また，9月13日付ドレスデン新市街

　区（Neustadt）の請願書（〔Hase〕，　a．　a．0．，　SS．　l13－25，に採録）は，　eine　zu

　Aufrecbthaltung　der　6ffentlichen　Ruhe　verordnete　hohe　Kommission　に提出さ

　れている。同時代人もeine　Commission　zur　Aufrechthaltung　der〔6ffentlichen〕

　Ruhe　（C（arl）　W（ilhelm）　B6ttiger，　Geschichte　des　Kurstaates　zand　Kb’nig－

　reiches　Sachsen，　Bd．　2，　Hamburg　1831，　S．　663．　一　（Ludwig）　F　（erdi－

　nand）　Stolle，　hrsg．，　Die　sde’chsische　Revolution　oder　Dresden　und　LeiPzig

　in　den　falaren　1830　zand　1831　（Sachsens　HauPtstdidte．　Ein　humoris－

　i’z’sch・politisches　DopPelpanorama，　Bd．1），　Leipzig　l835，　S．3工，では〔〕の

　部分が欠落）と呼んでいる。rなお，本「委員会』は30年ユ1月7El任務を完了して

　解散した，と言われる。（C〔arl　Christian　Carus〕Gretsche1／Friedrich〔von〕

　Btilau，　Geschichte　des　sde’chsischen　Volkes　zand　Staates，　2．　Aufl．，　Bd．　3，

　Leipzig　1863，　S．　715・）

（15）（1779－1854）．1820年からザクセン・ゴータ・アルテンブルク公国政府を主宰し
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　た後，27年からザクセン王国政府にはいり，29年枢密顧問官兼経済委員会（Landes・

　Oeconomie一，　Manufactur．　und　Commercien－Deputation）総裁，30年9月10日

　『国王任命委員会』委員，9月13日内政担当官房大臣，31－43年立憲政府初代首相

　（34年までは内相兼務），48年ドイツ立憲国民議会議員（中央左派）。　（G．Schmidt，

　a．a．0．，　S．106，1工0－13；Stolle，　a．　a　O．，　S．31．）　ザクセン「改革の，専門

　的知識のある徹底的な実施は，就中，彼の発案と勤勉に基づく。」　（G，Schmidt，

　a．a．0．，　S．　U3．）土地改革との関連については，　C〔asar〕D〔ietrich〕von　Witzle・

　ben，　Die　Entstehung　der　constitutionellen　Verfassung　des　Kb’nigreichs

　Sachsen．　Zur　Feier　des　50fo”hrigen　Bestehens　der　Verfassungsurkunde

　vom　4．　SePtember　1831，　Leipzig　1881，　S．　ls3，　359；　Die　Landrentenbank

　im　KO’nigreiche　Sachsen．　Festschrift　zur　Feier　des　am　1．　fanuar　1884

　2za　begehenden　fubildums　des　50」’a”hrigen　Bestehens　dieser　Anstalt，　hrsg．

　v．　der　K6niglichen　Land一，　Landeskultur一　und　Altersrentenbank－Verwaltung，

　Dresden　l883（以下では，1）ie　L　andrentenbanfe，と略記），　S．23，25；Robert

　Wuttke；　Gesindeordnungen　und　Gesinde2wangsdienst　in　Sachsen　bis　zum
　　　　　　　　　　　　　　　　　L
　Jahre　1835，　Leipzig　1893，　SS．　214－16；　Karl　Georg　lmmanuel　Teuthorn，

　Das　sdchsische　Gesetz　diber　AblO’sung　und　Gemeinheitsteilung　vom　lz

　Ma’rz　1832　in　seiner　Entstehung　und　in　seinen　Folgen，　besonders　in

　Betreff　der　auf　Grund　des　Gesetzes　vorgenommenen　Gemeinheitsteilungen，

　Diss．　Leipzig　1904，　S．　38　；Gross，　“Oberlausitz”，　SS．13－Ls；　Gross，　Sachsen，

　S．76，92－94，l12，136，217－23，参照。

（16）Friedrich　Augustの弟（1801－73）。1825年から枢密財務委員会（Geheimes

　Finanzkollegiurn）副総裁，兄の後任として『国王任命委員会』議長，30－31年枢密

　顧問官兼枢密財務委員会総裁，54年から国王。　（G．Sch皿idt，　a．　a．0．，　S．104，

　10gf．；B6ttiger，　a．　a．　O．，　S．590。）彼は「保守的であり，彼の兄ほど民衆的ではな

　かった」が，「当時の王族としては異常な勤勉と法律的専門知識でもって改革事業，

　特に立法，に活発に関与した。」（G．Sch血idt，　a。　a．0りS．10gf．）土地改革との関

　連については，Die　Landrentenbanfl，　S．23　f．；Wuttke，　a．　a．0．，　S．216；Rein・

　hardt，　a．　a．　O．，　S．　288；　Willi　Boelcke，　Bauer　und　Gutsherr　in　der　Ober－

　lausit2．　Ein　Beitrag　zur　Wirtschafts一，　Sozial一　zand　Rechtsgeschichte　der
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　0stelbischenβutsherrschaft，　Bautzen　l957，　S．286；Gross，‘‘Oberlausitz”，

　S．14；Gross，　Sachsen，　SS．98－IOO，137f．，214－17．

（⊥7）以上については，G．　Schmidt，　a．　a．0・，　SS．103一一〇8，138－77；Stolle，　a．　a．

　0．，S．70，参照。

（18）Schaf12altung　zand　So泌ノ砂川ZentraleuroPa　bis　zumβθ8吻ηdes　20．

　∫ahrhunderts，　Berlin　l961，　S．140f．その要旨は前掲拙稿，　「農民経済」，18－20

　ページ，に訳出。

（19）　‘‘Liptitzer　Bauern　klagen　l831　ihre　Not，”Der　Rundblick．　llalbmonats・

　schrift　der　Kreise　Urur2en　und　Osch’atz，　1956，　SS．103－05．

（20）本稿では，領主裁判権および地租をめぐる数多の同時代パンフレットは取扱われな

　い。領主裁判権については差当り，Paul　K6rner，　Der　KamPf　um　die　Aufhebung

　der　gutsherrlichen　Gerichtsbarkeit　im　KO’nigreich　Sachsen　bis　zum　Revo・

　lutions／’ahreエ848，　Diss．　Dresden　l935，を，地租改正前史については，拙稿，

　　「18世紀末。19世紀初のザクセンにおける租税論争」　（工）　（皿），　『岡山大学経済

　学会雑誌』1巻3・4号（1970年），4巻1号（1972年），（未完），を，参照。

（21）Reinhardt，　a．　a．0．

　　　　　　　　　　　ほ（22）Die　Staatsreform　in　Kursachsen　1762－63．　Quellen・zum　flursa’chsischen

　R6tablissement　nach　dem　S勅θ勿励ガgθ％Kγ勿gθ，　Berlin　l958（その紹介，前

　掲拙稿，「ザクセン改革」）．

（23）Katalog　der　Bibgiothefe　des　KO’ni81．　Sdichs．　Statistischen　Bureaus，　hrsg．

　von　der　Direktion，　Dresden　l890（以下では，　Katalog，と略記）．ただし，1973

　年2月20日付ザクセン図書館からの回答によれば，本図書館自身は1945年2月13日

　　（かのドレスデン大空襲！）焼失した。

（24）わたくしは，ザクセン図書館の分類カタログ・「ザクセン」部門の未刊行部分のみ

　でなく，既刊行分（Rudolf　Bemmann，　hrsg．，　BibliograPhie　der　sdchsischen

　Geschichte，3Bde．，　Leipzig　lg18－32）も利用しえなかった。　Sdichsisclae　Lan－

　desbibliothek．　Benutzungsfdihrer，　bearbeitet　von　B．　Burgemeister　und　H．

　Deckert，　Dresden　l960，　S．66f．，参照。ハレ大学，特にPonickau文庫の蔵書目

　録も刊行されていない。
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　1．　Anonym，　Vorstellung　mehrerer　Dorfschaften　des　Meissnischen　Kreises

　　an　die　2u　Azafrechthaltung　der　Rzahe　allerhO’chst　verordnete　Commission

　　und　die　darauf　ertheilten　hb’chsten　Resolutionen，　Dresden，　gedruckt　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　der　K6nigl．　Hofbuchdruckerei　von　C．　C．　Meinhold　und　S6hnen　（1830）　．

　「九月騒乱」の緊急事態に対処すべく創設された『国王任命委員会』は，創設の翌日9

月ll日に，「公共の，また都市の諸問題についての要望と提案を受取り，吟味するであろ

（2）　（3）
う』と告示した。『国王任命委員会』にマイセン県Strehlen，　K：esselsdorf等1ユ9村の農

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
民から提出された，起草者不明の請願書（30年IO月ユ0日付）が本小冊子である。　Carl

August　Engelhardtと推定される匿名の一時人は言う。農民（Landmann）は一世紀前に

は租税（Steuer）・公課（Abgaben）に坤吟しつつも，『静かにすべてに耐えて』いたが，

1830年には『租税と諸給付（Leistungen）は軽減されているのに，なお一層の軽減……を

期待して，国王の前ですべての苦情を喧しく〔述べ〕，身分制議会（sttindische　Versamm－

lung）への参加の権利さえ要求する。』『マイセン県（K：reis）の120村は一無数の個々

の苦情書は別として一……国王任命委員会に…tt・22ケ条の苦情書を手交した。』『もし

1730年であれば」，かかる訴願者は『叛徒と・・一宣言』されたであろうが，ユ830隼には

『正当な苦情が匡正されたり，それに必要な調査と吟味をきせることによって，それ〔匡

正〕への見込みが開けたりした。身分県議会への〔農民の〕参加の希望と，苦情書の印刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
への許可，’9た　，それに対するその筋の決定，きえ請願者に与えられた。』同時代の歴史

家B6ttigetiは，上の〔Engelhardt〕を註記しつつ，『マイセン県の120の集落（Ort・

schaften）！ま一文書において王国の80万の農民の権利のために語って，邦議会（Landtag）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
での代表を求めて請願した』と書いている。Reinhardtも「120村」請願書の要旨を紹介
　　　（7）
している。いずれの場合にも明記されてはいないが，本小冊子が指示きれていると考えら

れる。その内容は次の通りである。

　　　　　　　　　　　（S）　（9）　（10）　都市の請願書が国王陛下と摂政殿下に聴許されたので，「我々，ドレスデン周辺にある

署名した点々の，土地保有者（Grundbesi業zer）たる住民』も請願書を提出する。しかし

同時に『恭順な国民，臣民（Unterthanen）として』我々は，最近の『市民的安寧秩序の

精神に反する諸事件〔九月騒乱〕を，不満と……正当な憤激をもって聞いて』いる。『我々

は今，倫理学と法律との厳格な遂行が我々の手段と行動を常に導いてきたし，将来も導く
　　　　　　　　　　　　）
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であろう，との率直かつ，あからさまな告白を……記すとともに，以下に述べる我々の正

当な訴えが聞き届けられないことはないであろうことを信じ，希望する。』　（S．5．）

　1）『各種の直接・間接の公課の不均衡，各種の外国生産物への公課に対する国内生産

物への公課の不均衡，および……国内の生産者とFabrikantenに対する外国人の法外な

優遇』は，『国内の耕作，生産，活動を次第に麻痺させて』きた。『ザクセンの課税地の

保有者は，個々の村々でさまぎまの率と名称の下に存続しているきまざまの公課を考えな

いでも，その土地から，ショック税と四季税（Schock一，　Quatember－Steuer），糧秣税

（Rationsgeld），フーフェ貢租（Hufengeld），現物・貨幣の諸負担（Beitrtige）を種々

様々の官庁に，各種の負担を，彼が編入されている教会，と教会。学校の建物に，また共

同体の支出のための諸負担，現役（Spannungen），諸給付（Lieferungen）を，負担し，

軍隊の宿営（Einquartierungen）を引受けねばならず，保有者として更に人税（Personen－

Steuer）を支払い，〔公〕道，村・部落道（Communal－und　Nachbarwegen）で手賦役

・畜賦役（Hand－und　Spann・Dienste）を果たさねばならない。1　r保有者がそこで何

かを生産する土地が，既に公課を大層著るしく課されている〔ので〕，この生産者は，そ

の生産物を直接売る場合，それ以上の公課の支払いをすべて免除されてよいであろう。し

かしながらこれは生じないで，彼は馬車で公道（Landstrasse）を行くと，護送税（Ge・

leite），鋪道通行料（Chausseegeld），橋銭（Brtickengeld）を，特に都市内では鋪道料

（Pf正astergeld），臨時的な賦課（Anlagen），物品税（Accise）等を支払わねばならず，

燃料や，経営のための肥料を取り寄せる時〔にも〕，これらの公課すべてを支払わねばな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
らない。』これは1823年3月15日の「護送税条令』　（Ordnung）以来，特に甚だしく，そ

のため農民と都市住民との生産物交換が非常に困難になっている。（SS．6－7．）

　『従って，上述のようにさまざまに課税される農村の土地保有者が，即座に土地公課

（Grundabgaben）の軽減を獲得することができず，祖国における租税・公課体制の最高

に必要な調整がなされないとすれば，少なくとも以下によって彼には軽減が与えられるべ

きである，（d）制定され加重された護送税が全廃されること，＠自己の生産物を運送し，肥

料・燃料を取り寄せ，製粉所に運搬する場合，鋪道通行料の税率の1／3への引下げが許され

ること，㈲少なくとも外国の生産物と国内の生産物とについて公課の均衡関係が定められ

ること。』　（SS．フー8．）

・（d）OCついて。1823年までは護送税は『遙かに低い率であったし，いくつかの項目，空

車，手押車，背負籠については全く免除されていた。護送税の徴収所（Einnahmen）は
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今より遙かに稀にしがなかった。』そしてそれの引上げは『不利にしか作用』しなかっ

た。　『（ロ）と㈲の舗道通行料についても同様で，それは徴収の仕方・方法において運送業

〔者〕　（Frachtfuhrwesen）｝ことってより農民にとって少なくとも2倍は重い。』『都市

に半マルター（Malter）の穀物，1棚（Klafter）あるいは半国の木材を運び，あるいは

手押車・背負籠で果物をもたらす国内の生産者は，……都市戦債償還金庫（Stadt－K：riegs－

Schulden－Tilgungs・Casse）への分担金（Beitrtige），舗道料等の1グロッセン（Gr）8

ペニッヒ（Pf）を除いて，15－20　Grの舗道通行料と護送税を支払わねばならない。木材

・穀物等を持込む際に，外国人〔例えばボェーメンの耕作者（Cultivateur）〕の地位は遙

かに有利であっ・て，1シェッフェルの小麦からlGr　g　Pf，〔混合〕穀物（Korn）から

1Gr，大麦から9Pfの国境物品税（Grenz－Accise）しか支払わないし，彼は，これ

をエルベ河で輸入する時は，……エルベ河関税（Elbzoll）は極端に低いので，我々より10

－20％安く木材と穀物を販売することができる。』果物その上すべての生産物についても

同様である。（SS．8－9．）

　2）我々は，一般に流通しているフ。ロイセン通貨（Preussisch　Courant）への幣制改正

を懇願するわけではないが，『すべての租税御手許金（Privatcassen）として入るもの

を含めたすべての公課，およびすべての裁判費用（Gerichtskosten）を，〔1753年の協定に

基づく協定貨幣（Conventionsgeld）とならんで〕ザクセン王国国庫切符（Cassenbillet）

あるいはフ。ロイセン通貨で，打歩（Agios）なしで受取る』よう指令されることを要望す

る。　（SS，　IO－11．）

　3）飲料税（Tranksteuer）は『農業に特に有害』である。（S．12．）（d）ザクセンの台

帳醸造（Brauurbar）は近時大いに低下して，年間約13．5万樽（Fass）　（その大麦所要量

40万シェッフェル）であり，120万の人口1人当りのビールの量は58カンネ（Kannen）に

すぎない。しかし年問醸造量は，『ビールが良くて安いならば，』r70万樽以上』にまで増加

しうるであろう。『80万樽あるいはそれ以上のビールの製造』は，「国内の耕作者が供給

すべき大麦150万シェッフェル以上』を必要とするし，他方では，搾糟（Treber）を飼料

としそ農業に与える。『これによって，現在はコーヒーその他同種の外国製品と引換えに

流出している数百万ターラーが国内に留まる』であろう。＠ビールの消費をこのように

拡大するためには，ビールの価格はできる限り安くなければならない。ビール1カンネは

3Pfで販売されうるであろう。現にColditz，　Zwickau〔市〕などの公共施設（6ffent・

liche　Institute）ではそうなっている。　（SS．13－14．）
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　の　『これが現在可能でない』のは，『直接・間接の公課が1ドレスデン・カンネにつ

き，農村で生産されたビールには約2Pf，都市のそれには約3Pfつく』からである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
（S．14．）というのは，1819年3月3日の『飲料税告示』（Ausschreiben）によれば『ビ

ールについての租税は1ターラー8Grの飲料税とlGrの麦芽税（Malzsteuer）である。

しかし租税額は都市の台帳醸造に対する都市的賦課と結合して遙かに高くなる。都市，特

にドレスデン市の醸造者は飲料税の外に大麦・麦芽の物品税，ホップ・ピッチの物品税，

釜税（Pfannenzins），醸造市民金庫（Casse　der　brauenden　Btirgerschaft）・街燈への

分担金，切符税（Zettelgeld）を支払い，・一宮廷製粉所（HofemUhle）に麦芽のひき割

りをさせ（Schroten　geben）ねばならない。従って，都市の台帳醸造に課されるその他の

彊接・間接の公課を加えれば，ドレスデン市のビール1樽は公課として2ターラー19Grが

っくに違いない。ビール禁制権（Biermeile）内にある村々の住民は，ドレスデン市のビー

ルだけを飲むべきであるために，この公課をも一緒に負担することを強いられる。』他の

大抵の隆々にとっても同様である。（S．12，）r（＝）しかし飲料税金庫（Tranksteuerkasse）

は，この飲料税が種あるいはそれ以下に引下げられ，……麦芽税に転化されても，失う

ものは何もなく，むしろ得をするであろう。なぜなら，公課が軽微となればなるだけ，国

庫（Staatskasse）は脱税されることが少なくなり，』2－3万ターラーに達した徴税費

も小さくなるからである。そのためにはまた，『台帳醸造に課されるその他の都市的公課

が除去され，禁制権（Bannrechte）が廃止され，権利ある醸造所（Braustelle）の自由競

争（freie　Concurrenz）が許されねばならない・…・・。』　（SS．14一±5．）

　4）我々は製粉強制（Mahlzwang）の全廃を請願する。『強制製粉所（ZwangsmUhlen）

は……通常，製粉すべき穀物を余りに大量に持込まれるので，自らの家計のために数シェ

ッフェルの穀物を製粉させようとする個々の農業者（Landwirth）は，何日も待たねばな

らず，しかも，自分の良い穀物から罎かれたもの〔粉〕を受取ることは稀である。』『我々

は，3・4時間もかかり，1・2の舗道通行料徴収所（Chaussee・Hauser）を通過する必

要のない，ずっと近くにある別の製粉所に行き』たいし，粉屋は我々『顧客をヨリ誠実に

取扱わねばならない。』　（SS．15－16．）

　5）我々は『9）裁判区（Gerichtsbarkeitsbezirke）の区分の改正，回公課その他邦給

付の単純化』を希望する。（S．16．）これによって『多くの役所（Beamtenstelle）が次

第に廃止され』うるであろう。（S．18．）『（d）について，裁判区，特にマイセンの検事管

区（Prokuratur－Justizamt）やり畏管区（Creisamt）のそれ，また，いくつかの他の裁
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判所や領主裁判所（andere，　auch　Patrimonial－Gerichtsstellen）は実に奇妙に区分され

ているので，これは裁判区民（Gerichtsbefohlenen）の最大の重荷になる。マイセンの検

事管区はドレスデンの背後の，またPirna〔市〕から遠くない，村々と土地を持ち，マイ

セン県管区はMittweida』k市〕付近の愈々や，ドレスデンとマイセン〔市〕の問にあり，

MUgeln管区（Amt）に属する，多くのブドウ山の土地に対して裁判権（Gerichtsbar・

keit）を持つ。そのため臣民は裁判所に着くのに1日かかり，』費用も嵩む。（SS．16－

17．　）

　（m）について言えば，　『我々はショック税と糧秣税をある官庁に，四季税を別の官庁に，

また穀物貢租（Zinnsgetreide），狼狩分担金（Wolfsjagdgeld），宮廷飼料置場（Hof－

futterboden）への穀物，永代地代（Erbzinnsen）．〔軍〕倉庫用穀物（Magazingetreide），

肉置（Flei5chsteuer）および，公課の名は何であれ，大抵のものを，違った場所の違った

官庁に，違った時期に支払わねばならない。』『それに関連して，〔軍〕倉庫（Magazine）

に燕麦と〔混合〕穀物を現物で給付すべき我々は，1シェッフェルにつき燕麦が1ターラ

ー8Gr，〔混合）穀物が3ターラー以下の時，正に逆に事情が生ずべきであるのに，こ

の給付を貨幣で決済するよう促される。……この悪慣が，自分の利益のために低穀価の

時には〔穀物を〕むしろ自ら，そして稀でなく外国でも，買入れる倉庫役人（Magazin－

beamten）に由来することは疑いない。将来は現物と貨幣のいずれかで給付されるべし，

との規準の確定がこの苦しみを救うであろう。』（SS．17一工8，）

　6）『刑事裁判（Criminal・Justiz）事務の管理と取調経費（Untersuchungskosten）

の調達』も矯正が期待される。多くの共同体は，『その挿櫛（Flur）内で行われた犯罪が取

調べられる場合，世襲台帳（Erbregister），契約あるいは慣例により取調経費を負担せね

ばならない……。』その結果，『一共同体全体が一悪漢の行為によって〔財政的に〕抑圧

され，多くの犯罪が〔巨額の〕出費への恐れから暴露されず，処罰されない』ことにな

る。「従って，刑事裁判の執行のために特別の官庁（lnstanzen）を組織することが可能

と見なされないとすれば，少なくとも，すべての引責能力ある個人および国民がその所

有の事情に応じて分担すべき刑事金庫（CriminaLCasse）の設立が希望される……。』

（SS．　18－19．）

　7）『教会・牧師館・学校の支出に対する福音派の教区（Kirchenge皿einden）の教区

民（Eingepfarrten）の負損義務は立法における一欠陥である。』「教区に編入きれている

聖職授与者（Collator），その他の裁判領主（Gerichtsherrschaften）が何を負担すべき
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か』，更に，『教会と学校の職員（Diener）がその役宅（Offizialwohnungen）ICおいて

自らの費用で何を手入れすべきか』，についても規定がない。『教会の土地’（geistliche

GrundstUcke）の回収あるいは世襲借地（Erbpacht）的貸出と引換えに聖職者（Geistli－

chen）・教師がその宗規的（kirchlich）所得を確定され，特に不快な告解料（Beichtgeld）

が全廃されるならば，この不都合は除去されるであろう。』　（SS．19－20，）

　8）『1812－15年の戦争と益々蔓延する貧窮化』のために浮浪人が増加したが，公的貧

救施設（dffentliche　Versorgungsanstalten）への彼らの収容は非常に困難になっている

ので，彼らのため『都市と村落の一大部分は宿所と給養を世話することを強いられてい

る。』しかも，「マイセン検事管区はその管区村落（Amtsddrfer）の救伽分担金（Allmo・

senbeitrtige）を取上げ〔るが〕，それについての会計（Rechnung）は決して提出きれな

い・・…D』従って，『貧民金庫（Armenkassen）基金，借家人（Hausgenossen）の保護

料（Schutzgelder），土地購入の際のしばしば巨額の分担金がまとめられ，一定の地区

（Districte）毎に管理されるならば，新しい賦課（Auflagen）なしに，…一・浮浪人のため

に合目的的な施設と宿所がそれで大変都合よく建てられうる基金が作られるに違いない。』

『マイセン検事管区に，少なくともその管区領域の村々に対して，総収きれた貧民金庫分

担金について完全に会計を済ませるよう命令』されんことを。（SS．20－21．）

　9）『急行便やその他の普通便の運送』が増大した今日では，郵便用駅馬（Postvor－

spann）制度も『農民〔の経営〕を圧迫』する。「我々の馬は，宿駅（Poststation）で使用

された後には，1日いや2日も休息せねばならないからである。」　『我々に駅馬（Vor－

spann）を完全に免除』されんことを。（＄S．21－22．）

　10）昔は凶作（Miswachs），氾濫などの災害によって農民が「作物に完全にあるいは

部分的に害を受けた場合，彼には租税・公課の比例的免除が与えられた……。』しかし

　　　　　　　　　　　　　　　（13）
1821年9月ユ4日の「租税赦免規定』　（Regulativ）はあの免除を大幅に制限した。我々

は，かかる場合に『経営を再興すると同時に租税を支払う」ことはできないので，r農民

を一層援助する原則の再採用を請願する。』『また，かかる理由で租税が免除される場

合，他の一切の領主的貢租（Gutsprastationen）も免除されると見なされるべきである。

従来これは通例でなく，騎士領（RittergUter）の所有者とその他の徴収所は貢租農民

（Censiten）に対して殆どあるいは全く免除しなかった。』（SS．22－23．）

　11）『我々は今では……舗道通行料も支払わねばならず，村道は自ら維持するよう強制

されているので，』農村のフーフェ（18Gr）および家屋（2Gr）に課される道路建設〔運
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送〕金（Strassenbau〔fuhren〕一geld）の廃止を請願する。（S．23．）

　12）『数年来，村々の住民は軍用道・郵便馬車道で雪を取除くよう促される。』それを

拒まなかった「我々は，それに対して相応の報償（Gratification）を要求してきたが，3

年来返事がない。』過去と将来の除雪について『規定上の補償』（Entschadigung）が与

えられんことを。　（SS．23－24．）

　13）署名した野々は燃料について王有林（K6nigliche　Waldungen）の共同権をもち

（eingeforstet），各階は，『多分数百年前に規定された量の木材』を受取ってきた。し

かし「この木材給与（Holzdeputate）は次第に減らされ，それに反してその価格は引上

げられてきたので，この木材給与は殆ど無価値になっている。』それ故に我々は『木材規

定』の改正と価格の引下げを請願する。（S．24．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
　14）1813年7月31日の『森林用益および副次的用益に関する訓令』（Mandat）によって

国有林での敷藁（Streu）と枯木（Leseholz）の獲得が我タに禁止された。『しかし両者

は，エルベ河右岸に大抵ある〔署名した〕村々の農業にとって全く：不可欠であり，また，

森の敷藁（Waldstreu）と枯木を王有林から獲得する我々の権利は，契約にさえ基づいて

いる。』即ち，（d）我々の耕区は痩せており，　『藁と飼料が僅かしか生育しない』ので，

『我々は，〔森の〕敷藁を……厩舎に敷かなければ，我々の耕地に撒いて，実を結ばせる

のに必要な肥料を全く得ることができない。』『また，我々，特にここの村々の貧しい住

民には，入用な燃料を買うのに必要なカネがなく，従って，彼らは已むを得ず，王有林に

ある枯木（Lese－und　difrres　Holz）1こ頼っているが，これが今や彼らから奪われる。』

（ロ）しかしあの権利は，『確認された我々の判告書（Dorf－RUgen）』および1740年8月9

　　　　（15）
日の『布告』（Reskript）に基づく。そのため我々はこの権利の確認を請願する。　（SS．

24－25．）

　15）『ドレスデン守備隊（Garnison）の毎年行われる交替の際には，出動する守備隊か

進入する守備隊かが4週間，ドレスデン周辺の村々に宿営するという処置が，従来とられ

てきたし，今後も疑いなくとられるであろう。諸衛戌都市（Garnison・Sttidte）には一定

額が補償として定められ，年々与えられるのに，我々，上述の引々の，土地を保有する

（angesessen）住民は，糧秣税を減らされることなく支払わねばならないにもかかわらず，

それに対して何の報償（Verglitung）も受けない。』『それから我々の村々に生じる不利

益はきまざま』であって，我々は休息所，敷物，燃料，炊事道具，一等を提供し，炊事を

引受ける。（『他の遠方の村々の住民』はこれを免かれているわけである。）我々は『諸都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　116　一



　　ザクセン「九，月騒乱」期の同時代パンフレットにおける農業・土地問題（：［）117

市と同様に，この舎営期（Cantonnementszeit）に対する報償』を請願する。（SS・25－

26．）

　16）「署名した中の若午の着々の住民は年々，狼狩分担金を払わねばならない。しかし

今ではもう狼はいないので，』我々は免除を請願する。（S．26．）

　17）「我々はしばしば国王の狩猟権（Jagden）のために，（E）禁猟（geschlossen）期

に我々の作物を害するが，大いに保護されている猟獣（Wildpret）そのものによって，

（ロ）〔森林役人（Forstbediensten）が同行きせる〕狩猟愛好者（Dilettant6n）とその犬の

余りにしばしばの行進によって，の勢子（Treibleute）の召集と畜役によって，苦しむ。』

r従って我々はこの奉公（Dienste）の停止とともに，〔国庫に少なからぎる利益となる

であろう〕猟区（Jagddistricte）の賃貸を請願する。』（S．27．）

　18）『脱税が数年来ドレスデン管区領域について，そして我々に知られている限り，ヨ

リ広い地域についてドレスデンの肉屋ツンフト（lnnung）に賃貸され，』後者は，又借人

（Unterptichter）たる個々の共同体起よび肉屋への賃借料（Pachtgeld）を2倍にも引上

げた。我々は，『農民にとって全く難儀なこの関係を，できる限り速やかに再び解消す

る』よう請願する。（SS．27－28．）

　19）『時勢と全く相容れなくなった制度の一部をなすのが，ザクセンでなお存続する賦

役（Frohndienst）制度である。署名した隙々のいくつかは君主直営地（Vorwerk）Ostra

に下男（Knechte）を提供し，署名した他の裁判領主村落（Patrimonialgerichts・D6rfer）

は，それが属する騎士領に賦役を給付しなければならない。署名者たちはそれ故に，以前

から待望されている『償却（Ab16sung）規定』ができる限り早く公布されることを渇望

している。』　（S．28．）

　20）鋪道の建設は国内交易に好影響をもたらしたが，二つの点で農業に不利である。（／）

鋪道に植えられたポプラは，その根と樹影によって耕地と作物を害するので，．『我々は，

それの利用が我々に委ねられる時には，鋪道の縁に上等の果樹を植え，それの面倒も見る

覚悟である。』（ロ）「鋪道建設の際に道路の土手（B6schung）は一緒に売られたのではない

にもかかわらず，この土手と溝の底半分との草を土地保有者が取ること』，また，道路の

土手に果樹を植えることを，道路役人（Strassenwhrter）が許さない場合がある。そのた

めに，『道路の土手と鋪道の溝の底半分とは常に土地保有者に残されるべき」である。

（SS．　28－29，）

　21）若千の教区（Kirchspielen）では管区直属　（amtsassig）村落の住民は国王の出納
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局（Renttimter）に音曲税（MusikgebUhren）を支払わねばならなし⊃。これを『都市住

民は全然知らない』ので，我々も免除されるよう請願する。（SS．29－30．）

　22）最後に我々の「’A一一かつ最重要』の請願は，将来の議会に農民の代議士（Deputirte）

が参加を許されることである。『生産階層（producirender　Stand）たる農民は，疑いな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
くザクセン王国で最も多数の階層である。最新の統計調査によれば，現在ザクセンで145

を数える都市に全人口の約1／3がおり，全人口の2／3は……3，一4，000の村落（D6rfer），孤立

した農場（GUter）・家屋にいる。80万を数えるこれら民衆は，〔議会に現在〕全然代表

されて（vertreten）いない。その所有者が邦議会に行く権利を一定条件の下で持ってい

る騎士領は，農民の福祉をその配慮の対象にする関心を通例もたず，それ故に彼〔農民〕

の利害は大抵顧みられないからである。しかし確かに農民の福祉は，一般の福祉を基礎づ

けるために最も肝要な要件である。』しかも我々農民は，市民，騎士領所有者（Ritter－

gutsbesitzer），学者と同様に『理性的な」人々をもっており，「土地と祖国に対する農民

の感情はヨリ熱烈，ヨリ完全」である。既に『今〔IO〕月5日置公示（Bekanntmachung）
　　（17）
により』憲法（Landesverfassung）と議会に関する草案の作成が命令された。「我々の

今後の不平と苦情を，幸運な聴許の希望をもって届け』るために，『他のドイツ諸邦，ス

ウェーデン等の農民と同じく』我々も議会に代表を送れますように。『同時に我々は……

我々の代議士に自ら報償する覚悟であり，他の〔階層の〕代議士の委任者も同様にこれを

するよう希望する。』　（SS．30－31，）

　本パンフレットには当局側回答4通が添付されている。1G月IO日付ドレスデン管区集落

（Amtslandschaft），Strehユen村長（Richter）Johann　George　Hilbert等の請願書に対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
する同月26日付『国王任命委員会』の通告（〔Johann　Adolph〕von　Zezschwitz署名）

は，『邦議会（Landesversammlungen）への農民（Bauer）階層の代表を求める請願に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
関しては，……請願者によっても言及された確約により既に措置が講じられている』

（S・33）と述べ，ll月2日付Kesselsdorf村長David　Traugott　Henker等の請願書に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
対する同月3日付『国王任命委員会』の通告（ザクセン公Johann署名）も，「公課関係

一般の調整，外国から来る生産物への平等な課税，賦役の償却および邦議会への農民階層

の代表について請願された限りヂー審議が既に始まっている』（S．35）　と述べた。請

願書の他の条項については両通告とも，．『正確な調査となしうる限りの救済のために』

（S．34），あるいは，「詳細な吟味と可能な限りの考慮のために』（S．36），関係機関に伝
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達した，とのみ記している。

　上のIO月26日付『国王任命委員会』決定を受けて，『ザクセン王国枢密院（Geheimer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
Rath）官房（Canzlei）』（枢密補佐宮（Geheimer　Referender）Johann　Dallie正Merbach

署名）はll月6日，　Strehlen等『エルベ河右岸にある』ドレスデン管区集落に通知した。

『（i）台帳醸造に課される公課の制限，（ロ）刑事金庫の創設，㈲教会諸負担（Parochiallas・

ten）　についてのヨリ均衡的な関係の創出，（＝）災難が生じた場合の租税免除の拡大』に

ついては，『一般的制度と法律的規定が期待されるべきであり，一部は既に準備されてい

る』こと，また，『その耕区を通る〔公〕道で除雪する村々の義務は，1781年4月28日の
　　　　（22）
道路建設訓令……に基づくが，この奉公（Dienstleistung）については一般的規定がなさ

れるであろう』こと，と。（SS．37－38．）

　　　　　　　　　　　　（23）
　最後に，『国王任命委員会』へのStrehlen（村長Hilbert）等33村の10月10日付請願書

の，『〔軍〕倉庫給付』に関する条項について，『ザクセン王国軍務局（Kriegs－Verwal－

tungs－Kammer）第一部』　（v．　Broizem署名，　Gottfried　Neumann副署）は次のよう

に通告した。『全国すべての給付義務者からの通常の倉庫給付は従来決して貨幣でではな

く，制度上現物で要求きれてきた。』しかし，等族（Sttinde）の提議に基づく本年5月
　　　　　（24）
11日の『公示』によって，『倉庫給付』を『将来は現物で納付するか，10月末の平均価格

での貨幣で納付するか』は，各村の自由な選択に委ねられた。その上，「この価格はプロ

イセン貨幣と協定貨幣との差異のために……〔混合〕穀物では1シェッフェルにつき3

Grだけ，燕麦では2Grだけ，本来の市場価格より低く定められ，既に倉庫役人により

公示きれている。』『従って，あの苦情は全く根拠がない。」　（SS．39－40．）

（註）

（1）Reinhardt，　a．　a．0．，　S．3．　ただし，そこにはDorfschaftenがOrtschaften

　と印刷されている。なお，パンフレット序文（S．3）の日付は30年1ユ月24日。この出

　版者Meinholdは，「ザクセン法令集」　（後註（5）参照）の出版者でもある。

（2）B6ttiger，　a．　a．0．，　S．663．なお，〔Hase）　（a．　a．0．，　S．15）では，「都市

　の諸問題に関する要望と提案』となっている。

（3）　Cai　Dame　（Die　Entwiclegung　des　ldindlichen　Wirtschaftslebens　in　der

　Dresden－Meissf7er　Elbtal．cregeiid　von　rler　Sorben2eit　bis　zum　Beginn　des

　N　19・ノahrliztnclerts，　Diss．　Leipzig　lgll）のように，　Vorcler　一und　Hinter・Cosse一
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　baudeを1村と算えれば，　l18村となる。その申には，　Dameの取扱った5村（Ober－

　wartha，　Niederwartha，　WeistropP，　Merbitz，　Cossebaude）はすべて含まれるが，

　彼はこの請願書に言及していない。

（4）本請願書は『国王任命委員会に別々の三部として』　（S．3）提出されたと序文に書

　かれているが，付録の当局側回答で指摘された，Kesselsdorf村長を筆頭者とするll

　月2日付請願書との関連は，不明である。

（5）　〔Carl　August　Engelhardt），Lange　1＞oten　zu　hurzem　Texte．　Oder　Sach．

　sens　Sonst　und　Jetzt！Historische　Para”ele　zwischen　den　Jah．ren　エ730

　undエ830，　Leipzig　l831，　S．24f．　Vgl．　Michael　Holzmann／Hanns　Bohatta，

　Z）eutsches　Anonymen－Lexifeon（以下では，　Anonymen－Lexileon，と略記），　Bd．

　3，Weimar　lgO5，　S．217．一Engelhardt（1768－1834）は，1818年から刊行され始

　める「ザクセン法令集」（Geset2sammlung　ftir　das　Kdnigreich　Sachsen，⊥818－

　31；Sammlung　der　Gesetze　und　Verordnungen　ftir　das　Kb’ni8reich　Sach・

　sen，1832－34；Gesetz－und　Verordnungsblatt　ftir　das　KO’nigreich　Sachsen，

　1835－1917．以下ではすべて，Gesetzsammlung　von　1818，のように略記）の編集者。

　（i）Erdbeschreibung　Sachsens，1．　Auf1．．4　Bde．，1796－1800，3．　AufL，9Bde．

　1804－18，をD．J．　Merke1の死後，完成させた他に，（ii）Handbuch　der
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
　Erdbeschreibzang　der　kzarsdchsischen　Lande，　1801，　1823　；　（iii）　Tdgliche

　Denfewabrdisrkeiten　azcs　der　sdchsischen　Geschichte，3Bde．，1808－12；（iv）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
　Vaterlandsfeunde　im　KO‘nigreich　Sachsen，　1835，　1877　neu　bearbeitet　von

　Theodor　Flathe；（v）Geschichte　des　Sdichsischen　Vaterlandes，1836，　hrsg．

　u．fortgesetzt　von　Gustav　Friedrich　Klemm，など著作が多い。　A　llgemeine

　Z）ezatsche　BiograPhie（以下では，　ADB，と略記），　Bd．5，　S．140，参照。なお，

　Reinhardt（a．　a．0．，　S．21）は本パンフレットを匿名の著作と考え，　B6ttiger（a．

　a．O．，　S．669）はその著者を『非常に功労のある歴史家・地理学者』と見なしてい

　る。

（6）Bδttiger，　a．　a．0．，　S．669，一著者（1790－1862）は，1821年からエルランゲ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　
　ンの歴史学教授，Allgemeine　Geschichte　fabr　Schule　und　Haus，1824，1856，

　など通俗歴史書を多く著している。（AI）一B，　Bd．3，　S．207．）なお，本書第2版は

　Theodor　Flatheの加筆により3巻本（Gotha！867－73）となった。
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（7）　Reinhardt，　a．　a．　O．，　S．　192．

（8）Anton（1755－1836）．在位1827－36，彼は「あまり聡明でなく，・国務に従前何一

　つ関係したこともなかった」ばかりでなく，「従来の統治原則は一切変更きれるべき

　でない」と信じていた。（G．Schmidt，　a．　a．　O．，　S．97．）土地問題に対する彼の
　　　　　　　　　　　　　　　呼
　態度については，Wuttke，　a．　a．0．，　SS．213－16，222，参照。

（g）Friedrich　August．「はじめに」の註（13）。

（10）著名な事例は，ドレスデン市民の9月12，13，16日付請願書に対して『国王任命委

　員会』が早くも9月18日に示した『回答』　（〔Hase〕，a．　a．　O．，　SS．129－35，に

　採録）であって，そこでは，『都市の欠陥はできる限り直ちに除去きれ，他のものに

　は，今後の匡正が約束された。』（〔Hase〕，a．　a．0．，　S．26．）因みに，9月13日

　付ドレスデン新市街区の請願書（「はじめに」の註（14）参照。弁護士（Advokat）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　で上級租税委員（Obersteuerprokurator）のChristiall　Gottlob　Eisenstuck起草）

　と，9月16日付ドレスデン旧市街区（Altstadt）のそれ　（〔Hase），a．　a．0．，　SS．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊曽
　125－28，に採録。弁護士Kuntze起草）は，同年末にHase　（a．　a．0．，　S．25）に

　よって，ライフ。チヒなどからの請願書と比較して，「有為な市民的精神（Btirgersinn）

　の記念』と評価されている。

　＊（1773－1853）．「ザクセンにおける自由主義運動の最も重要な三士の一人」（G．

　　Schmidt，　a．　a．0．，　S．105）　であり，「国王任命委員会』委員，国家司法委員

　　会（Landesjustizkollegium）総裁Christian　Jacob　EisenstUck（1762－1851）

　　　（G・Schmidt，　a・a・O・，　S・242，339；Sto11e，　a・、a・O・，　S・32）の弟である。

　＊＊　（1800－90）．ブルシェンシャフトでの活動の故に要塞禁固に処せられた後，18

　　30年イェナ大学神学教授となった「市民的著作者」。（G，Schmidt，　a．　a．　O．，　S．

　　111f．）　三月革命期にも，　Karl　von　Steinbach（Pseudonym），　Dαs　Kaisertum

　　des　deutschen　Vollees．　Eine　Stimme　aus　Sachsen，　Leipzig　20．　N．　1848，

　　を発表している。

（11）　『一般護送税条令の公布に関する訓令』。（Geset2sαmmlzang　vonエ823，　SS．

　　39－75．）

（12）『1819・20年についての飲料税告示』。　（Gesetzsammlung　vonエ8エ9，　SS．

　　153－60．）

（13）『荒蕪地（WUstung）の耕作のためまた災難（Calamitliten）のため租税について今

　　　　　　　　　　　　　　　　一　121　一
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　後承認されるべき赦免に関する薪規定の告示のための高等税務i委員会（Ober・Steuer・

　Collegium）の一般条令』。（Gesetzsammlung　vonエ821，　SS．　l15－35．）　ただ

　し9月14日付ではなく，9月24日付である。

（14）『森林の副次的用益および森林で行使されるべき権能に関する訓令』。　（Codex

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ
　Augusteus，3．　Fortsetzung，2．　Abtheilung，　Dresden　l824，　SS．16工一69．）ただ

　し7月31日付ではなく，7月30日付である。

（15）Fortgesetzter　Codex　Augusteus，3Abtheilungen，　Leipzigエ772，には当該法

　令は見当らない。

（16）ザクセン王国の人口は，「ザクセン改革」の一環として183ユ年に設立きれた「ザク

　セン王国統計協会」の「報告」（Miitheilungen　des　statistischen　Vereins脚

　das　Kδnigreich　Sachsen，17　Bde．，1831－47．以下では，Mittfeeilungen，ど略記）

　第1巻において，消費者名簿　（Consumenten－Verzeichnisse）　なる官庁資料に基づ

　く，ユ815－30爺の三大年令区分別統計として初めて公表された。　（Mittheilungen，

　Bd．　L，　S．24．）管区別，都市・農村別にも整理されているため有用であるが，原資

　料に制約されて十分に正確ではないユ830年の人口，ならびに，1832年7月3日と34年

年　次

　　　＠
1830
　　　＠
1832
　　　＠
1834

都 市

数

140

141

141

人　　口

445，768

494，679

508，473

農 村

数

3，601

人　　口

　939，984

1，045，631
　　　　（S）

工，0フ！，897

　　　＠
軍　　職

！6，314

エフ，843

15，298

合 計

1，402，066

1，558，153

1，595，668

（註）＠軍職（Militair・Etat）は，　r陸軍省の配下にある人員とその家族』である。

　　　　（Mittheilungen，　Bd　4，　S．　42；　Bd．　6，　S．　38．）

　　⑤3，501村以外に，geschlossene　Gemeindeに属さない若干のVorwerke，

　　　　Fabrik－und　Wohngebtiudeの人口（4，893人）を含む。（／協勧ε〃観9θ％，

　　　　Bd．　6，　S．　1．）

（出所）①Mittheilungen，　Bd．1，1831，　S．25．

　　　＠　Mittheilzangen，　Bd．　4，　1833，　S．　42．

　　　＠　Miltheilunge”，　Bd．　6，　1835．　S．　38．
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　12月1日の第1回および第2回人口調査の結果は別表の通りである。従って，ここに

　言う『最新の統計調査』，および，3）に書かれた総人口120万，の根拠は不明である。

（17）　『最近生じた公安選曲に対する措置に関する公示』。　（Geset2sammlzang　von

　！830，S．175f．）　そこでは次のように述べられている。『過去数週間に』『正直な

　人々によってしばしば表明された希望は，憲法と行政における適合的な改善が必須で

　あるとの確信を与えた。これを意図して，都市行政の新構成，憲法・代議制のための

　計画の作成，ヨリ合目的的な公課制度の吟味が既に命令された。』（Vg1．〔Hase〕，　a．

　a．　o．，　s．　27．）

（18）（1779－1845）．1814年から参謀長，1821年から軍務局長官兼枢密顧問官，30年『国

　王任命委員会』委員，31－39年陸相。（G，Schmidt，　a．　a，　O．，　S．　l14；Stolle，

　a．a．　O．，　S．31．）彼は「軍人の経歴にもかかわらず・・一一・・有能な行政官僚」であり，

　Lindenauとともに「自由主義的政治方向の主要な指導者」であった。（G．　Schmidt，

　a．　a．　O．，　S．　l14．）

（19）前註（17）。

（20）　「はじめに」の註（16）。

（21）　（1777－1861）．1823年から枢密補佐官，31年から枢密参事官（Geheimer　Regie－

　rungsrat）などを歴任し，「内政の領域で改革に決定的に寄与した。」（G．　Schmidt，

　a．a．0．，　S．130，）著書として，　TheOrie　des　Zunftzwanges，　oder　des　Zunft・

　Verbietungsrechts，　nacla　allgemeinen　Deutschen　und　besondern　KO’nigl．
　　　　　　　　　　　，
　Sdichsischen　Rechten，　unct　Versuch　einer　Krit’ife　der　tiet2t　in　Deutschland

　bestehenden　Zunftverfasszang，　Leipzig　l808，がある。土地改革との関連につい

　ては，Wuttke，　a，　a．　O．，　S．204；Herbert　Sch6nebaum，“Agrarrechtliche

　Reformen　in　Sachsen　seit　der　Mitte　des　18．　Jahrhunderts　bis　1840”，　Sdchsi－

　sche　landwirtschaftliche　Zeitschrift，　Bd，65，1917，　S．514，参照。

（22）『道路建設に関する訓令』。（Codex・4％g％5’o％s，2．　Fortsetzung，2，　Abthei－

　lung，　Leipzig　1806，　SS．　671－718．）

（23）ここには『国家の欠陥の解決のための委員会』　（die　zu　Erledigung　der　Landes－

　gebrechen　verordnete　Kommission）　と書かれているが，30年9月16日付ドレスデ

　ン旧市街区の請願書（前出（10）参照）は『国家の欠陥と苦情の解決のための国王任命

　委員会』　（h6chstverordnete　Kommission　zu　Erledigung　der　Landesgebrechen
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　und　Beschwerden）に提出きれており，．既述のように，これを含むドレスデンの三

　請願書に『国王任命委員会』から一括して回答が出されていることから見て，『国王

　任命委員会』と同一のものと考えられる。

（24）『通常の倉庫給付の支払いに関する軍務局公示』。（Gesetzsαmmlung　vonエ830，

　S．　50．）

2．　（Hartmann　Schellwitz）　，　Denleschrift　fdir　Begrdr－ndung　eines　Credit－

　vereins　der　Rittergutsbesitzer　im　Kb’nigreich　Sachsen，　Leipzig，　Verlag

　　　　　　　　　　　　　（1）
　von　j．　B．　Hirsch［feld　1831．

　序文は31年3月に書かれており，最高裁判所・宗教局の弁護士（Oberhofgerichts－und

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
Consistorial－Adovocat）である　（S．　viii）著者は，『この前の邦議会の閉会道前にドレ

スデンに行き，〔本書と）同一の目的のための提案を等族に提出していた……尊敬すべき

人々に厚遇された』（s．iv）という。

　『力の協同』という「原理に基づいて株式会社（Actiengesellschaften）が創設され，

近年は……予期以上に良い成果を与えてきた。』この経験は，　『債権者に対してヨリ大

きな安全を，債務者に対してヨリ安い利子を達成するため1ど，大土地所有者の土地債務

（Realschulden）を強化すること』にも適用されてよい。『シュレジエン，ポムメルン，

西プロイセンの古くからの抵当証券（Pfandbrief）信用制度に近年ではメクレンブルク，

ヴュルテムベルク，ポーランドが続き，発行された証券（Papiere）が，最も困難な時期

にさえ得た変らぬ信用は，かかる施設の有用性に関するあらゆる疑惑を排除した。』（SS，

1一2．）

　『多数の大土地所有者が長年の山畠の未曾有の緊張によって抵当（Hypotheken）を課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
され，穀物と羊毛の低価格のためにかつての援助をもはや見出きないザクセンは，どの地

方よりも，この種の協会の結成に適し，またそれを必要とするように見える。』『大抵の

土地所有者は，彼らの状態が危険であること，また，農産物の低価格にもかかわらず公課

は以前と比べて著しく高まり，奉公人（Dienstboten）と手労働者（Handarbeiter）の要
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求は少なくとも減らないために，彼らが土地債務の重圧を2倍重く感じること・を隠さ

ない。幸運に彼らは，経常的支出を支弁しうる時にも，負債の縮小あるいは非常予備金

（Nothpfennig）の貯蓄を大体は断念せねばならない。』　（S．2．）

　「予見されぬ事故』，『火災，霰，氾濫，獣疫』が発生すると，『資本利子〔の支払い〕

は滞り，しばしばヨリ高い：不当な利子での新しい負債の借用が，最大の犠牲でもって購わ

れねばならない。』かくて，『我々の新聞の半分をしばしば充たしている』競売が必然的

となるが，これは「なおしばしば，負債者にとってと同様に債権者にとって破滅の基とな

る。』（SS．2－3．）

　『現在，大抵の騎士領所有者は年4％の利子を支払う。……しかし土地所有者は，事情

によってあるいは投機者の陰謀によってその債権者のしばしばの交替が惹き起きれる場合

には，これはその都度，新しい仲立料（Mtiklergebtihren）と新しい出費を生じさせるの

で，遙かに大きな犠牲を供えねばならない。それ故に，土地所有者が年々歳々その抵当に

対して支払わねばならない額は，平均して5％と見なされる』べきである。　（S．5．）

　「ザクセンの本領地域（Erblande）には900以上の騎士領がある。そのそれぞれに平均

1万ターラーの抵当と計算ずると，』本書の信用協会（Credjtverein）方式によれば，47

－65年後には『全債務が買い戻される』であろう。（SS．6－7．）　こうして，『負債の順

次的償還，法定額までの貸付を信用協会から受けることの容易さ，そしてそれに媒介きれ

て，農業の改良および科学的改造のために不可欠の貨幣を容易にそして出費なしに見出す

という可能性』が生じてくる。（S．24．）

　それでは，『どういう根拠から，信用協会は少なくとも差当りは騎士領所有者にのみ指

定され，全国の全土地所有者に拡大されないのであるか……。』『その理由は唯一つ次の

こと，即ち，わが祖国でなお殆ど知られていない全く新しい企画は，事業が進行するまで

は，参加者の多くない時にのみ，成功の希望をもって開始されうること，にある。それに

加えて，騎士領所有者は既にこの前の邦議会で，この点についてなされた提議を殆ど全般

的な螢成でもって，最も綿密な調査に価すると見なしたように，かかる結社の必要が彼ら

の間では，他の全身分においてよりも強くなっている。従って，最も乗気な入会とヨリ活

動的な協力が彼らから期待されるし，騎士領は大抵レーエン（Lehne），あるいは，君主

直属（sch「iftstissi9）であって，老の結社の際に排他的な裁判籍（Gerichtsstand）の承

認が他のどれよりも困難でないように見える，という事情も考慮されてよい。』　（SS．30

－31．）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　『だが，かかぢ施設は，同種の他の施設が特権（Vorrechte）をもつ限り，特別の助成

なしには生まれえない。』　『しかもそれは多くの施設と比べて，それ〔特別の助成〕に対

する最も根拠ある請求権を持つ。なぜなら，それは最も重要な一身分，土地所有者に新た

な扶助を与え，また，彼が困難な時代と完備せぬ制度との圧力で失った，彼に相応の社会

的地位を再び占めるという可能性を与えることを目指すからである。それはこの請求権を

更に持つ。なぜなら，それは，困難で費用のかかる販売のために現在殆ど死んでいる産業

に，大量の資本を供給するからであり，可処分基金の増大によって国蜜（Nationalreich－

thum）そのものの増大を媒介するからである。』（S．41．）

（註）

（1）　Katalog，　S．　271，　380；　Anonymen－Lexifeon，　Bd．　1，　Weimar　1902，　S．　394．

　著者の生没年は，ザクセン図書館とライプチヒの家族史研究所　（lentralstelle　ftir

　Familienforschung）でも明らかでない（1973年4月工2日付ザクセン図書館からの回

　答による）。同種の問題は，Anonym，　Materialien　zzar　Beurtheilung　der，　den

　nde’chst　zu　versammelnden　Stdnden　des　KO’nigreichs　Sachsen　vor2ulegen－

　den，　Frage　diber　die　Ndr’t21ichfeeit　und　Rdthlichleeit　von　Credit－Jnstituten

．　nebst　dem　Entwurfe　einer　HyPotheleenbanli　fab’r　die　Ober－Lausitz，　von

　einem　Mitgliede　der　S躍π4θ．Versammlun8，　Budissin（Bautzen〕o．　J，，　にお

　いても論じられでいる。しかし，これの刊行は1838年より後と考えられるから，本稿

　では取上げない。

（2）1830年の身分制議会は1月6日開会，騎士層（Ritterschaft）代表の一入Otto

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　Friedrich　Heinrich　von　Watzdorff等の政府批判のため，租税徴収を慣例の6年間

　ではなく，今後3年間についてのみ承認して，7月8日散会した。　（G．Schinidt，

　a．　a．　O．，　S．　IOIf．）

　　　　　　　　　　　　s
　＊厳しい現体制批判のパンフレット，Uber　die！＞othwendigleeit　einer　Verde’nde・

　　rung　der　im　Kb’nigreich　Sachsen　dermalen　bestehenden　stde’ndischen

　　Ve　rfassung，　Dresden　l830，を刊行した彼（1801－60）（G．　Schmidt，　a．　a．0．，

　　S．IOI）は，名門貴族の出身でありながら，ユ839－40年および42－43年議会下院の

　　左翼の一人であった。（Siegfried　Schmidt，　Die　Entwicfelung　der　politisclaen

　　Opposition　im　KO“nigreich　Sachsen　2wischen　1830　und　1848，　Diss．　Jena
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　　ェ955，SS．46－48，　lll．）彼は「確かに騎士層の立場を完全に放棄しており，フラ

　　ンス自由主義の〔Karl　von〕Rotteck版に全く属していた。そして1848年にもフ

　　ランクフルト（立憲国民議会〕で左派に属した。」　（Gretschel／BUIau，　a．　a．0．，

　　S．705．）なお，彼には，Rechenschaftsbericht励67　seine：Teilnahme　an　den

　　Verhandlztngen　cles　Sdchsischen　L　andt　a．aes　1839／40，　Dresden　l840，な

　　る著作もある。

（3）　『今〔19〕世紀初以来，農場価格における重大な変化を表示する時期』は三つあ

　る。『まず，農場買付が一種のWettgeschtiftになった1806年までの並外れた高き。

　次いで，1818年までの禍に充ちた，戦争と騰貴の時代。それに第三の時期が続き，羊

　毛と油との交替する上昇のもとで農耕の主生産物は大体において，例のない低価格と

　ならた。』　（S．IO．）

（4）それの『最重要のものは上級官庁に対する裁判籍である。しかしこれは，ザクセン

　の司法制度の差追った変更に順応しないほど，影響力の大きいものではない。』　（S．

　42．）

3．　（Bernhard　Mossdorf），　Constitution，　wie　sie　das　stichsische　Volk　wtinscht．

“Und　wird　sie　nicht　gewde’hrt，

　　　　　　　　　　（1）
an！”　（Dresden　1831）

so　pochen，　urir　mit　den　Flintenfeolben

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　『これが与えられなければ，我々は小銃の床尾で叩く』との「革命的に響く」標語を表

紙に掲げた，この『ザクセン国民の願望する憲法』　（Constitution）は，　ドレスデンの

「市民協会」　（Btirgerverein）に由来する。既に1809年からドレスデンには国民軍（Na・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
tionalgarde）　が設立されており，30年「9月には叛徒と提携していた」が，同年12月民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
兵団への編入が命令されたため，それに抵抗して「市民協会」が結成されたのである。そ

　　　　　　　　　　　　（4）
の『会員数は2，000人に増加』し，31年4月6日の政府とドレスデン市参事会（Rat）の解

　　（2）　．　（4）散命令の後も更に『増加した』から，あの命令は「効果なく」，「秘密集会が続き，そ

　　　（．5）　．．　（6）の成果が」本轡であった。本四は，もぐり印刷所（Winkeldruckereien）の秘密印刷機

　　　　　　（．4）　（4）（Privatpresse）による協会の『周知の』　「極めて急進的な』宣伝文誹の一つであるか
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ら，その表紙には発行者，発行年のみならず，発行地・発行所も記されていない。本書発

行直後4月17・18日のドレスデン騒擾は，その前日の協会指導者2人の逮捕を動機として
　（4）
いた。なお，著者（1802－33）は申級官吏（Regier㎜gssekret百r）の息、子で，ドレスデン

の弁護士（Rechtsanwalt），上述のドレスデン騒擾鎮圧直後，主謀者の一人として逮捕さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
れ，15年の懲役刑に処せられ，Kδnigstein要塞で自殺した。

　この憲法を時人の判断で見てみると，Bδttigerは『国家の完全な解消に導く……とこ

　　　　　　　　　　　　　　　（6）
ろの，消化の悪い理念の珍奇な駄作』と酷評し，匿名の一時人も『狂気によって口授され

　　　（8）　（9）た憲法案』と誹画し，Stolleは『確かに誠実に主張されたが，分別のない国家改革案』と

批評している。歴史家はこれを，「ドレスデンに〔当時〕支配していた……革命的世論の一

息駐「ベルギー離〔183、年2月7日発布〕の規定と時代隔壁との特黙飴動1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ll）
「ベルギー憲法（Charte）の模写」たる「土着の根をもたぬ民主的憲法」，あるいは，「フ

　　　　　　　　　　　　　（12）
ランス革命の模範に倣った憲法」と評価する。またReinhardtは，ザクセン「憲法の審

議のために出版された霧しい文献の申で表明された急進的な希望は，すべてここに集めら
　（2）
れた」と述べ，Grossも次のように言っている。　Mossdorfのような「若干の市民的民主

主義者は，客観的に解決されるべき時代の課題を認識していた。しかし彼らは，市民勢力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工3）
の過半に対して自己を貫徹することができず，間もなく沈黙きせられた」と。

　8章133条の簡潔なこの憲法は，土地問題に関連して，『第2章，ザクセン人の一般的

権利』の申に次の規定を含んでいる。『憲法（Verfassung）　は出生・身分・財産による

特権を認めない。貴族は存在しない。……」（5条）（S．3．）　国民『全員はその所得に比

例して均等に公的負担を分担する。』　（7条）（S．3．）『何らかの種類の租税あるいは給

付は，公共の利益のためにのみ課されてよい。』　（19条）（S。4．）『何人も，憲法に基く

法律による以外は，公課あるいは給付を義務づけられない。』（20条）（S．5．）　『憲法は，

いかなる種類のものであれ，人間の自然的権利に反する義務を認めない。」’（23条）（S．5．）

これを敷衡して，本章末尾の24条は，「レ一盛ン制度（Le㎞wesen），農奴制（Leibeigen・

schaft）　（世襲面出制（Erbunterttinigkeit）），賦役（Frohnen），強制奉公（Zwangs－

dienst），放牧権（Huthungsgerechtigkeit）および製粉強制は永久に廃止される』　（S．

　　　　　　　　（14）
5）と宣言している。

　また，　『第4章国権』の『第3節司法権」においても，　「司法は国家から発する。一

領主裁判権（Patrimonialgerichtsbarkeit）は廃止される。』　（95条）（S．12．）『例外的
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．特権的裁判籍はすべて廃止される。一一』　（109条）（S．14）と言明されている。

（註）

O）B6ttiger，　a．　a．　O．，　S．　677；　Reinhardt，　a．　a．　O．，　S．　7，　222；　A．　Schlechte，

　a．　a．　O．，　S．　95，　Ul；　Hellmut　Kretzschmar，　“Die　stichsische　Verfassung　vom

　4．　September　183Y’，　Neues　Archiv　fu”r　Stichsische　Geschichte　und　Alter－

　tumskunde，　Bd．　s2，　193．！，　S．　224；　Volkmar　Eichstadt，　Di．e　deutsche　Publi－

　zistife　von　1830，　Berlin　1933，　S．　6L；　Rudolf　K6tzschke／Hellmut　Kretzsch－

　mar，　Sdchsische　Geschichte，2．　AufL，　Frankfurt／M．工965，　S．323f．；G．

　Schmidt，　a．　a．　O．，　S．　107；　Gross，　Sachsen，　S．　107．

　　なお，本書の本文は3ページから始まるが，2ページにはシラーが引用きれている。

　それは，上原欣一氏の御教示によれば『ヴィルヘルム・テル』　（1804年）第2幕第2

　場でのSchwyz州の農民指導者Werner　Stauffacherの台詞の一つである。「〔い

　やいや，暴君の力には限度があります。〕虐げられた者がどこにも権利を見つけるこ

　とができぬとき，暴君の重荷がついに耐えられぬようになるときには，一半らは敢

　然として空につかみかかり，天空高く〔星のごとくに不変〕不滅な，彼らの永遠の権

　利を，地上に引きおろします。　　〔人間がたがいに人間として接しあう，太古の自

　然の状態が，またもどってくるのです。〕いかなる道もつきはてたときこそ，最：後の

　手段として，剣があたえられる。〔一最高の財宝だけは，われわれは，暴力にたい

　して守ってよいのです。一われわれは祖国のために立つのだ！われわれの妻，われ

　われの子供のために立つのです！〕　（野島正城訳「世界文学全集』第2期第2巻，河

層出書房1956年，337ページ。〔　〕の部分は本書では省略きれている。）この場合

　Mossdorfは剣（Schwert）を強調してゲシュペルトにしているが，　Aufbau版シラ

　一全集（Friedrich　Schiller，　Gesammelte　Werlee，　hrsg，　von　Alexander　Abusch，

　Bd．4，　Berlin　l954，　S．478）ではそうなっていない。

（2）　Reinhardt，　a．　a．　O．，　S．　221f．

（3）　G．　Schmidt，　a．　a．　O．，　S．　106f．

（4）　Stolle，　a．　a．　O．，　SS．　99－101．

（5）　A．　Schlechte，　a．　a．　O．，　S．　94f．

（6）　B6ttiger，　a．　a．　O．，　S．　672．
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（7）Stolle，　a．　a．0．，　S．！18；Reinhardt，　a．　a．0．，　S．222，228；G．　Schmidt，

　　a．a．0．，　S．107，341；Gross，　Sachsen，　S．244．

（8）Anonym，　Sachsens　Umbildung　seit　demノ々”θエ830．1）en　leonstitutionel・

　　len　Stdinden　des　Kb’nigreichs　Sachsen　gezvidmet，　．LeiPzig　l833，　SS．　143－

　　45．Zitiert　in：Gretsche1／BUIau，　a．　a　O．，　S．716．三月革命を経験したこの引用

　　者はそこに，「人はユ833年にはこう書くことができた。しかしそれは，1848年のそれ

　　より狂暴ではなかった」と註記している。　　C．Gretsche1（？一1848）は，父

　　Johann　Christoph　G．（！766一ユ830）の後任として，「政府の所有」にる『ライプチ

　　ヒ新聞』（LeiPziger　Zeitung）の編集者。（Gretschel／Bttlau，　a，　a．　O．，　S．703，）

　　（i）Beitrdge　zur　Geschichte　Leip2igs，　Leipzig　l835；（ii）LeiP2ig　Ztnd　seine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Umgebungen，　Leipzig　l836，なる著述がある。　Btilau（1805－59）は1833年ライブ

　　チヒの哲学の，40年国家学の教授。37年から定期刊行物の検閲宮を兼任。「常に穏健」

　　で，著書が多い。（ADB，　Bd．3，　S．512f．）ザクセンに関しては，（i）“Uber　die

　　s註chsische　Justizverwaltung”，　Vaterland，1831；（ii）Z）arstellblng　der　Ver一

　　ル∬πη9und　Ve7waltung　des　1（δ鋭97θ26ぬs　Sachsen　aus　staats7echtlichem

　　und　politischem　Gesichtspunlete，1，（einziger）Bd．，　Verfasszang　und　Iierfas－

　　sungsrecht，　Leipzig　l833；　（iii）“Nationa16konomischer　Bericht　aus　dem

　　K二6nigreich　Sachsen”，　Der　AlationalO7eonom．　Monatschrift廊δθ7　VO’lleerreich－

　　thum，　Finanzvvesen　und　OeleonomiePolizei　fth’Geschdftsmdn¢e7　und　Theo－

　　retiker，　Jg．3，1836；　（iv）　Carl　Friedrich　Gottlob　Freiesleben，　Der　Staat

　　und　der　Bergbau　mitθ079窃9〃。ぬauf　Sachsen，　hrsg．　von　Btilau，　Leipzig

　　　　　　　　2
　　1837，1839，がある。

（g）Stolle，　a．　a．0．，　S．　l18．　　著者には本書に関連して，　Das　nezae　LeiPzig’

　　nebst　einer　Kreu2turminsPiration磁θ7　Z）resden（Sachsens　HauPtstde’dte，

　Bd・1），　Leipzig！834，がある。この〔L〕F・Stolleはザクセン図書館の回答によ

　　れば，ザクセンの大衆作家（！806－72）のことであるが，A1）B，　Bd．36，　SS．786－

　88，には上記の二曲は言及されていない。

（10）Eichstadt，　a．　a．0．，　S．61．

（ll）Kretzschmar，　a．　a．0．，　S．225．彼は別の著作では次のように述べている。「民

　主主義的精神のこの計画は残念ながら何の実際的意味ももたなかった。しかしそれの
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出現は，国内にも既に存在する一つの政治的方向」，「ベルギー革命の模範に従わん

　とする急進的方向」　「を特徴づけた。」

　323f．　）

Q2）　G　Schmidt，　a．　a．　O．，　S．　107．

（13）　Gross，　Sachsen，　S．　102．

（K6tzschke／Kretzschmar，　a．　a．　O．，　S．

4．　（Dr．　H．），　Rechts．crrundsdtze　iiber　Frohn一　und　Dienstsachen．　Nach

dem　KO’nigl．　Sdchsischen　Mandate　vom　13．　Augus．t　1830　dar．crestellt　fdir

Dienstberechti．ffte　und　DienstPflichti．cre，　Leipzig，　bei　Karl　Franz　K6hler

　（1）
1831．

　この小冊子は，　『1830年8月13日付，賦役・奉公問題に関する一般的法原則　（allge・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
meine　Rechtsgrundstitze　tiber　Frohnen　und　Dienstsachen）の公示に関する訓令』の

解説であるが，本稿では，匿名著者の立場を示す序言のみを取上げる。

　あの『訓令の説明を求めて裁判区民（Gerichtsunterthanen）1こよって著者になされた

しばしばの所望（と），著者の知った，しばしばのそれの誤解が，法に精通せぬ賦役権利

者と賦役義務者に，上述の法律が解釈されるべき真の視点を提供することを著者に試みさ

せたのである。』　（S．iii．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
　『著者は読者に指摘したいが，1830年9月30日の訓令にも表明されているように，8月

13日の法律は，国家によって意図された賦役・奉公の償却に決して反対するのではなく，

むしろ，賦役・奉公聞題の紛争の判決の際の確乎たる原則が従来欠けていた状態を，最も

有益にも除去し，同時に，将来始まるべき償却事業の確たる基礎として役立つものであ

る。』『とにかく，それに従って賦役・奉公の償却が行なわれうるところの原則が，速や

かに法的に公示きれることが望まれる。』『それ故に，賦役義務者はそれまで深く信頼し

て忍耐し，国父のような政府の処．置…・のみが……最善のものである，との信頼に生きる

よう｝こ。』　（SS．　v－vi．）
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（註）

（D　Kat．alog，　S．　400．

（2）　Gesetzsammlung　von　1830，　SS．　121－51．　VgL　Gretschel／BUIau，　a．　a．　O・，

　S．　699f．；　Albert　Judeich，　Die　Grundentlastzang　in　Deutschland，　Leipzig

　l863，　S．　69；　Die　Landrentenbank，　S．　8；　E．　F．　Btir，　Die　Ablo”sungsgesetz－

　gebung　im　KO’nigreich　Sachsen　bis　1889，　Diss．　Erlangen　1892，　S．　8；

　Wuttke，　a．　a．　O．，　S．　215；　Reinhardt，　a．　a．　O．，　S．　84；　Sch6nebaum，　a．　a．　O．，　S．

　514；　Boelcke，　a．　a．　O．，　S．　286；　Friedrich　Ltitge，　Die　mitteldeutsche　Grund－

　herrschaft　und　ihre　A　uflOsung，　2，　Aufl．，　Stuttgart　1957，　S．　264；　Gross，

　“Oberlausitz”，　S．　12；　Gross，　Sachsen，　S．　88f．

（3）　『賦役・奉公問題の一一一一・般的法原則について公布された訓令の誤解を正すための訓

　令』。（Gesetzsammlung　vonエ830，　S．167　f，）そこでは次のように規定されてい

　る。『我々の古くからの本領地域に対して公布された，あの……訓令の発布は，聞く

　所によれば，……放牧および賦役への権利の償却への，意図されている準備が中止さ

　れたと見なされるべきであるかのような誤解のきっかけを与えている。この誤解を除

　くために我々は，上述の訓令が，一つには，我々の本領地域での件んの権利の将来に

　おける実際の償却に至るまで，賦役・奉公問題の紛争の判決の際の確乎たる原則に，

　もはや欠ける所がないこと，だがまた一つには，諸県（Kreislande）に対してのみ

　でなく，我々のオーバーラウジッツ辺境伯領に対しても意図されている償却事業自体

　が，それによって準備され，容易にされ，開始されるべきであること，を考量してお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　り，そのために，我々の忠実なる等族に既に通知された，償却事業に関する法案の作

　成も継続されることを，ここに公告することが必要である，と考えた。』　（Vgl．

　Wuttke，　a．　a．　O．，．S．　216；　Reinhardt，　a．　a．　O．，　S．　84；　Gross，　“Oberlausitz”，

　S．　13；　Gress，　Sachsen，　S．　89．）

　＊1830年議会に対して政府は，「賦役およびその他の領主的諸権利の償却への準備」

　　を含む「若干の改革を約束」していた。しかし，法案が提出されなかったので，議

　　会は，「次回等割までの休会期に」活動すべき五委員会を設置し，その第三委員会が

　　「賦役。奉公償却法，新しい地租制度」などを審議することになった。（Gretschel

　　IBUIau，　a．　a．　O．，　S．　705，　709．　VgL　Teuthorn，　a．　a．　O．，　S．　39；　Johan－

　　nes　G6pner，　Der　sdchs．　Landtag　von　1830－40，　Diss．　Leipzig　lg13，　S．

　　　　　　　　　　　　　　　　　一132一



ザクセン「九月騒乱」期の同時代パンフレットにおける慶業・土地問題（1）　133

　21；　Reinhardt，　a．　a．　O．，　S．　64；　Boelcke，　a．　a．　O．，　S．　28s；　Gross，　Sach－

　sen，　S．　91，　94f・）

　　5．　Anonym，　Was　lehrt　die　Constitution　dem　Landmanne？　Eine　Vorle－

　　　sung，　welche　ofber　die　neue　Verfassung　des　K6nigreichs　Sachsen　ein

　　　Gerichtsherr　seinen　Gerichtsinsassen　gehalten　hat，　Leipzig，　Verlag　von

　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　Johann　Ambrosius　Barth　1831．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　『数週間前〔9月4日〕から我々はザクセン王国憲法をもって」いる。（S．3．）　これ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
は，政府と，「本年3月1日に召集きれた等族』との協働によって，　『秩序ある，平穏

な，尊敬すべき仕方で成立』したものである。（SS．6－7．）

　『その27条に，人身（Personen）の自由と所有物の運用（Gebahrung　mit　dem　Eigen－

thume）は，法律と権利が規定する以外のいかなる制限にも服さない，と言われ，28条に，

明文の法律あるいは私権がそこにおいて制限的に対立していない限り，各人はその職業

（Beruf）および営業（Gewerbe）を自分の好むように選び，国内でも国外でもそれの修

業をすることができる，．と言われているとすれば，法律による自然的自由の制限が常に指

示されており，かかる法律の執行によってのみ国家は侵害に対する安全を国民に与えるこ

とができ……るのである。……憲法から君たち〔裁判区民（Gerichtsinsassen）〕fO　s一，祖

国の法律からの解除あるいは合法的義務を回避するヨリ大きな自由を期待していたとすれ

ば，君たちは今や幻滅の苦しさを感じているであろう。国家基本法は放堵と無法，それか

ら生じる悪徳を布告できないし，すべきではない』のである。　（SS．8－9．）

　『君たちが37条に，いかなる臣民も，法律あるいは特別の権源によって義務づけられな

い公課あるいはその他の給付を，負わされるべきではない，と読み，38条に，すべての臣

民は国費（Staatskosten）を分担しなければならない，との雷葉を見出し，これと39条

を，つまり，新たに確定される租税制度においてはすべての（直接的・間接的）課税対象・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
が，可能な限り比例的に，寄与せしめられ，従来あった対物的免除　（Rea正befreiungen）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
はしかるべき補償一その方式（仕方・様式）は等族と協和（相談）して，将来の立法に

より詳細に規定されるべきである一と引換えに廃止されるべきである，という39条を関

連させるならば，君たちはヨリ大胆に未来を迎えるであろう。』（SS．　ll－12．）
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　『対物的免除とは，一定の人間にではなく，生命のない対象，もの，土地に賦与された

免除と理解される。その一つは，崎馬代納金（Ritterpferdsgelder）の納入を引換えにした

ショック税・四季税支払いからの騎士領の免除であり，これ〔騎馬代納金〕は，君たちが

聞き知っているように，なお常備軍も正規の騎兵隊も存在しなかった時に，自由人たる貴

族（騎士レーエン（Ritterleh皿en）の貴族的所有者）が給付した騎士勤役（Ritterdienst）

の代りに，現われたものである。従って，騎士領の免税特権（Steuerfreiheit）も補償と

引換えに終了すべきである。賦役と地役権（Servituten）の償却および共同地分割（Ge一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
meinheitstheilungen）を決定するであろう法律は，既に等族の精査の基礎にもなったし，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
（我々の元首が本年9月4日の邦議会の決議録（Abschiede）において言明したように）

間もなく公布されるはずであるから，裁判領主と裁判．区民との間の不和，摩擦，敵対，不

快で長たらしく，費用もかかる訴訟，の動機を取除く瞬間は，もはや遠くない。なぜな

ら，“補償と引換えに”および“償却”　（これは買取り，即ち価値の保証を意味する）と

いう，意味深い言葉の申に，君たちにとって不満の原因がありうるとは，私は信じないか

ら。慰たちがそれについて何を聞き，何を読んだとしても，“ある人にとって正当なこと

は，他の人にとっても公正である”との格言がいかに正しいかを会得しないには，君たち

は余りにも冷静で理性的な人々である。誠実に支払われ，当局に承認きれた購入〔契約〕

に名を載せられた権利（例えば王有林での家畜放牧の権利あるいは木材給与あるいは倉庫

給付からの免除のような）を，無償で放棄することが君たちの誰にも要求されるべきでな

いように，……封邑状（Lehnbrief）と承認された購入契約とによって，不法に対して言

わば保証された騎士領所有者の誰にも，彼が合法的に保有しているもの，即ち合法的に獲

嬉したものを，補償なしで放棄することが要求されるべきではない。かかる免除あるいは

権利は補償なしで終了すべきである，との命令は，弾圧，所有権の侵害であり，悪しき結．

果なしにはすまないであろう。』　（SS．12－13．）　『一切の法秩序は各人の所有の保護と

各人によるそれの尊重に基づく』のである。（S．14．）

・（註）

（1）Reinhardt，　a．　a．　O．，　S．9．冒頭の引用文から見て，本書の刊行は10月頃であろ

　　う。

（2）9月7日付『邦議会決議録と憲法の公示のための法律』。（（；esetzsammlzan．ff　von

　　1831，　SS．23B－82．）　VgL　G　Schmidt，　a．　a　O．，　SS．　±38－44．
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（3）1830年議会（2．註（2）参照）の審議経過から見て，「1832年1月に再び集合すべ

　きであった等族」は，「九月騒乱」のさなか30年9月25日に公約きれた通鉱31年3

　月1日に召集きれ，「政府は憲法，都市自治体条令，土地改革法の三つの重要法案を

　提出」した。これはザクセン最後の旧等族的評議会であったが，ドレスデン醤定市議

　会（Communreprtisentanten）代表Ch．　G．　Eisenstuck（1．註（10）＊参照）も参加

　していた。（G．Schmidt，　a．　a．0リS．138；Gretschel／Bttlau，　a．　a．0．，　S　717f．；

　A．　Schlechte，　a．　a．　O．，　S．　89．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥，
（4）『フ。ロイセン関税連合（Zollverband）への加盟は恐らく直ぐに間接税収入の巨大

　な増加と地租（Grundsteuer）の縮小の可能性とを招き，従来君たちの肩にかかって

　いた負担を，……〔輸入品を用いる〕富裕者の肩に課すであろう。』　（S．21．）

　＊関税同盟結成についてザクセンとプロイセンは，1830年末のLindenauのベルリン

　　訪問の際に原則的に同意したが，31年3月にザクセン代表Heinrich　Anton　von

　　Zeschauはベルリンで協定を成立させることができなかった。32年3月の不成功に

　　次ぐ33年3月の協議が漸く協定の妥結に導いた。（Reinhardt，　a．　a．0．，　SS．．301

　　－03．その前史については，諸田実，「中部ドイツ商業同盟の形成と崩壊」，r商

　　経論叢』8巻3・4号，1973年，参照。）なお，Zeschau（1789－1870）は1822年

　　枢密財務顧問官（Geheimer　Finanzrat），30年ll月枢密顧問宮，31年から48年3

　　月まで蔵相，35－48年は外相兼任。　「保守的で，特別大衆的ではなかった」が，

　　　「Lindenau　とならんで，政府で最も重要な政治家であった。」匿名の著作として，

　　Z．　A．　H．，　Das　Wirken　der　Staatsregierzang　und　Stdnde　des　Kbnigreichs

　　Sachsen，　nachgewiesen　aus　den　Ergebnissen　des　ersten　constiimtionellen

　　Landtages，　nach　dem　Eintritt　der　Verfassungs－Urhande　vom　4．　SeP－

　　tember　1831，　Leipzig　l834，がある。　（G．　Schmidt，　a．　a．　O．，　S．　l16　f．）

（5）将来の議会の下院は68条により，騎士領所有者代表20入，都市代表25人，商工業代

　表（Vertreter　des　Handels－und　Fabrikwesens）5人とならんで，君たち農民の

　代表25人から構成されるはずである。（S．16，）

（6）　B6ttiger，　a．　a　O，S，　664，　677；　Die　Landrentenbank，　S．　2s；　Btir，　a．　a．

　0・．S．8；Teuthorn，　a．　a．0リSS．40－50；Reinhardt，　a．　a．0．，　S。288；

　Boelcke，　a．　a．　O．，　S．　2s7f．；　LUtge，　a．　a．　O．，　S．　263；　Gross，　“Oberlausitz”，

　S．　14；　Gross，　Sachsen，　S．　95f．

　　　　　　　　　　　　　　　　　一135一



　136

　　6．　Allerunterthdnigste　Petition　der　Amtslandschaft　Dippoldiswalda　mit

　　　Glashutte，　Sr．　Kbnigl．　Hoheit　dem　Prinzen　Mitregenten　durch　den

　　　E’errn　Cabinets－Minister　von　L　indenau，　Excellenz　am　25．　Febr．　183Z

　　　ehrfurchtvollst　abberreicht　von　den　amtsl．andschaftlichen　Abgeordneten

　　　Moritz　Trescher，ノohann　Gottfried　ldi　ckel，　Carl　Gottlieb　Schulze，　Dres一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　den，　Schultze’sche　Buchdruckerei　183Z．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　本パンフレットは，マイセン県南部の鉱山都市Glash廿tteとDippoldiswalde管区29

村（村名と代表者は45－48ページに挙げられている）の請願書からGlashtttteのMoritz

Friedrich　Trescherによって1831年2月10日編纂され（S．44），表紙に記されている

ように，同月25日にTrescher，　J．　G．　JtickelおよびC．　G．　Schulze（46Ao　・一ジによ

　　　　　　　　　　　　　（3）
れば後二者はいずれもBtirwalde村）によって官房大臣Lindenauを通じて摂政に提出

されたものである。従って，本稿での順序から言えば，二番目に言及きれるべきものであ

るが，マイクロフィルムの入手が遅れたために，便宜上ここに置き，22ケ条のうち，領主

制地代に関係する部分のみを紹介することにしよう。

　序文によれば，この請願書は内容を，『事情により代議士Volksvertreter（等族Lan・

desstiinde）の審査と助言の下に，君主自身の決心にのみ依存するような，そして，既に

提起された希望を不必要にも繰返さないために，当管区集落に知られている限り，他の所

では言及されなかったような，請願と提案だけに大部分は限定している。更に，可能な限

り，権能ある一定の官庁の吟味と決定に属する個々的な苦情と請願を避け，最後に，請願

の根拠を，完全な情報の欠除の下で可能な範囲で説明しようと試みた。』（s．ivf．）

　工0）　「……これら　〔騎兵糧秣金（Cavallerie－Verpflegungs－gelder）と地租（Land－

steuer）〕，および，邦議会毎に同意される公課の他に，当管区集落は，そのための法的

義務を知らされることなく，況んや納得させられることなく，貢租（Geftille）を支払わ

ねばならない。それは特に，（イ）煉瓦納屋賃借料（Ziegelscheunpacht），（ロ）炭山送金

（Kohlfuhrengeld），の流筏材（Flossholz）の樵（Schlager）の賃金，（＝）フーフェ貢

租，㈲狩猟賦役（Jagddienst）の賠償金（Aequivalentgeld），内賦役金（Dienstgeld），

（ト）譲渡税（Theilschilling）とその他若干である。（d）（ロ）⑭←〕の貢租は，　Dippoldiswalde

管区に直属する殆どすべての集落が，㈱は自治体（Commun）GlashUtteが，（Nは若干
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の村落のみが，（ト）は2村，即ちLuchauとR6thenbachのみが，支払わねばならない。』

（S．　22．）

　『因襲によって我々にまで達している情報によれば，煉瓦納屋賃借料は，Dippoldis・

walde〔市〕近郊の選帝侯の煉瓦納屋のためになされるべき畜賦役・手賦役に代ったもの

であろう。煉瓦納屋も，それに必要な原料も同地方には〔もはや〕存在しないが，貢租は

残っている。原因が止んだ時（cessan甲causa）・この公課（Oblast）が存続しているこ

とは，司法と貢租とがかっては，そしてここでのように通常，一人物に賃貸され，賃借人

（Pachter）が両者を，賃借された対象の有益な部分と見なしたことを，人が想い出すな

らば，明白であろう。」　（S．22．）

　『炭運送金は元来，Freibergの鋳鉱所（Schrnelzhlitten）のために懇願により給付され

た，即ち，いわゆる懇願運搬（Betfuhren）が臣民から強奪されたものであろう。』（S．22．）

　『流筏材の樵（SchlAger）の賃金については，数年の中に満了する契約が管区集落と

の間にある。この貢租の起源についての立入った吟味の際に根拠が存在せず，陛下の無限

の正義愛にとって，その軽減あるいは廃止を決定することが適当であるならば，それにつ

いて別に言うことはない。』　（S，22f．）

　『フーフェ貢租とそれへの法的義務については，我々は全く知らない。』（S．23．）

　『狩猟賦役の賠償金〔あるいは狩猟賦役金Jagddienstgeld）〕は我々の考えでは信頼で

きず，少なくとも不合理である。」『……我々は深く信頼して，貨幣に転化された野蛮が

公正な裁判官の前では決して時効により聖化されないことを希望してよいであろう。』

（S．　23．）

　『賦役金は多分，我々の土地の以前の保有者が，DippoldiswaldeとLuchauのもはや

存在しない騎士領に給付せねばならなかった賦役，の償却額であろう。』　『特に我々，、

Luchau村の小屋住農（H2usler）にとっては，小屋の所有は我々には単なる宿所以上の

ものを与えないから，これ，および，多分同一起源の若＝Fの他の貢租は非常に重い。我々

　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
はそれぞれ，標準的（gbr．）ショック（Schocke）〔税〕6〔単位〕，1Gr　6　Pfの四

季税（Quatember－Beitrag），11　Gr　ll　Pfのフーフェ貢租，8Grの永代地代，　l

Gr　5　Pfの煉瓦納屋賃借料，7％Pfの刑事費　（peinliche　Unkosten），3Gr　の

樵の賃金の他に，　3Gr　6　Pfの永代賦役金（Erb・Dienstgeld），3Gr　8　Pfの

増加賦役金（Erh6hungs－Dienstgeld），9Gr　8　Pfの素話金（Treschergeld），7Gr

6Pfのミカエリス賦役金，8Gr　の藁縄金（Strohseilgeld）を，さらに，我々の子供
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が下男として奉公する場合1人10Grの，下女の場合1人6Grの奉公強制金（Gesin・

dezwangsgeld）を，その上，我々のある者は荒鳥貢租（Zinsgans）の代りに9Gr，卵

1ショックの代りに9Grを，国王の徴収所とりわけDipPoldiswalde出納局に支払わ

ねばならない。また，そこに支払うべき道路建設金とならんで道路建設賦役（Strassen－

baudienste）を果たし，共同体の諸負担，教会建物の維持，教会への給与木材（Deputat・

holze）やその他の賦課を比例的に負担せねばならない。』『あの会計局への貢租（Kam－

mergeftille）によって我々の小地所は，そして一般に国庫への土地公課によって管区集落

の土地は，それが君主あるいは領主の土地の分裂地（Arulsen）である場合には，その現

在の価値の数倍を，本来の価値からすれば法外に，支払わせられている。』（S．23f．）

　『譲渡税は，遺産規制に基づき生じる（ausfallen）相続分から12　Grずつ出納局に支払

われるが，我々，LuchauおよびR6thenbach村にとって，この差引きを是認する法的

根拠は全く知られていない。』（S．24．）

　『……陛下と殿下が付表をしげしげと見詰めて下さらんことを。陛下と殿下がさまざま

な貢租の合法性の調査，正当でない貢租の廃止，および，已むを得ぬ貢租のできる限り

の縮小，を求める我々の鄭重な懇願の実現を緊急に必要と考えられることを我々は疑わな

い。』　（S．25．）

　本書巻末の詳細な付表から主要な領主制地代だけを取上げて表示（Gr以下切捨て）す

　　　　　　　　　　（rJ）
れば，別表の如くである。その場合，穀物貢租は穀物貢租（Zinskom）（〔混合〕穀物

1シェッフェル＝2ターラー12Gr）と燕麦貢租（Zinshafer）（燕麦1シェッフェル＝1

ターラー8Gr）の和であり，合計は，ここに表示した地代以外の種々の領主制地代，租

税，教会・共同体への責租をも含み，註には，この合計に加算されなかった公課・給付の

うち，主要な定量的負担のみを挙げた。

（註）

（工）本書は，　Katalog，　S．348，｝こは，　Petition　der　Amtslan4scha∫t　DiPPoldis．

　walde　mit　Glashtitte　（Steuer一　und　Schuldverhdltnisse　betr．），　Dresden　1831，

　として挙げられており，内容が領主制と関連しないかのような印象を与えている。

（2）表題ではDippoldiswalda．

（3）付表ではBeerwalde．
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（4）ショック税は1628年の台帳（Kataster）に従って標準的（gangbar）に課税された

　が，引下げられる（moderiertあるいはermtissigt）場合，免除される（dekrement）

　場合，徴収不能（kadukおよびfehlend）の場合もあった。（Carl　Heinrich　von

　R6mer，　Staatsrecht　und　Statistife　des　Churfdirstenthums　Sachsen　und　der

　dabey　befindlichen　Lande，　Bd．　2，　Halle　1788，　S．　568f．　；　Wilhelm　Behrendts，

　Reformbestrebungen　in　Kursachsen　im　Zeitalter　der　franzbsischen　Revolu－

　tion，　Diss．　Leipzig　19！4，　S．　18．）

（5）ここに挙げられた31集落のうちRabenau〔市〕は本請願書に署名していない。な

　お，1832年の人口調査によれば，DipPoldiswalde管区内GlashUtte市の人口は957

　人，Rabenau市は582人，農村人口（村落数不明）は9，918人であった。（Mitthei・

　lungen，　Bd．　4，　S．　2．）
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